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西東京市のまちと大切なみどり 

 

西東京市には約 20万人の市民が暮らしています。まちの基盤となる自然環境に人々が関わってきたことで、本市には屋敷林や雑木林、農地、公園などに表れる特徴的なみどりが存在しています。 

本計画はこうしたみどりをまもり、整え、つくり、活かし、伝えていくための今後 10年間の施策を示しています。 

 

 

 

 

 

 

  

この土台のもと、 

暮らしの中で 

多様なみどりが 

育まれてきました 

   
人々の営みと自然の調和の中で生まれた、多様なみどりが、人々に愛され、大切に育まれています。 
  
 

ひばりが丘団地 市民農園 

人の暮らしと自然の関わりの中で育まれた西東京市のみどり 今日の西東京市のみどりの土台 

■ まちの成り立ち 

西東京市は平成 13(2001)

年に旧保谷市と旧田無市が

合併して誕生しました。旧

保谷市域では水が豊かで、

畑作農業を中心としてまち

が形成されました。一方

で、旧田無市域は、旧保谷

市域ほど水が豊かではなか

ったものの、青梅街道沿い

の田無宿を拠点とした近世

村落を中心にまちが形成さ

れました。 

 

 

■ まちの地形 

西東京市は武蔵野台地のほぼ中央に位置し、全体的には起

伏の少ない平坦な土地です。市域には石神井川と白子川と新

川の３本の川が、南西から北東方面へ流れています。台地内

の豊かな地下水を水源とし、白子川や石神井川に形成された

谷地も存在し、多様なみどりの表情をみせています。 

 

 

 

■武蔵野の人々の暮らしが生んだ 

原風景のみどり 
 

“武蔵野の原風景”である屋敷林や雑木林と

農地の景観が形成され、『下保谷四丁目特別緑

地保全地区』をはじめ、現在も市内の各所に武

蔵野の原風景となる緑地が残っています。 

 

■暮らしの軌跡を残すみどり 

 

玉川上水沿いの『小金井(サクラ)』

や社寺林など古くから愛される緑地や

『下野谷遺跡』などのかつての暮らし

を表す緑地空間が残されています。 

■暮らすための生業のみどり 
 

市域の約９％が農地であり、市内での貴重

な緑地空間となっています。また、農業体験

農園や市民農園として、市民が身近な生活の

中でみどりに親しむことができる場ともなっ

ています。 

■暮らしを豊かにする都市型のみどり 
 

住宅都市として『ひばりが丘団地』

などの団地開発や再生、現在も進む駅

周辺の開発などがなされ、それらに合

わせて住環境をより豊かに、快適にす

るためのみどりが創出されています。 

下野谷遺跡 

写真 

掲載予定 
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第１章 みどりの基本計画について 

１－１ 概要 

（１）目的 

西東京市みどりの基本計画は、都市緑地法第４条に基づき策定される「緑地の保全及び緑化の

推進に関する基本計画」で、緑地の保全及び緑化の目標や、その推進のための方針・施策などを

定めます。 

市の緑地保全や緑化推進に関する総合的・長期的な計画として、施策の基本的な考え方や方向

性を示し、防災・減災等に資するみどりの機能を考慮した上で、みどりのまちづくりを推進しま

す。 

 

（２）計画期間 

令和６(2024)年度から令和 15(2033)年度まで（10年間） 
 

※ただし、目標年度の中間年となる計画策定５年後（令和 10（2028）年度末）を目途に、計画の進捗

状況や本市を取り巻く環境・社会状況の変化に合わせて、計画内容の見直しを行います。 

 

（３）対象 

市全域が対象です。 

本計画におけるみどりとは、樹木や草花などの植物そのものに限らず、公園・緑地のほか、樹

林地、水辺地、農地などを構成する土や水などを含めた自然環境全体のことを指します。 

 

（４）計画の位置づけ 

西東京市みどりの基本計画は、市の最上位計画である「西東京市基本構想・基本計画」及び上

位計画「西東京市都市計画マスタープラン」の個別計画で、関連計画と整合を図りつつ、国・都

とも連携しながらみどりのまちづくりを推進します。 

 

 

  

計画の位置づけ 

【市の上位計画】 

西東京市 

みどりの 

基本計画 

【市の関連計画】 

⚫ 西東京市環境基本計画 

⚫ 西東京市公園配置計画 

⚫ 西原自然公園植生管理計画 

⚫ 下保谷四丁目特別緑地保全地

区保全活用計画 

⚫ 西東京市農業振興計画 等 

【 国や都の関連計画・各種制度など 】 

西東京市 

基本構想・ 

基本計画 

西東京市 

都市計画 

ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ 
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１－２ みどりの機能 

みどりのまちづくりにおいて、みどりに期待される機能として、主に次のようなことがあります。

社会や地域における課題を解決し、これからのまちづくりを魅力的にしていくために、市民協働で

みどりを活かしていくことが必要となります。 

 
 

 環境  人と自然が共生する持続的な都市環境の形成 

 

都市のみどりは、人と自然が共生する都市環境を形成します。二酸化炭素の吸収、大

気の浄化、ヒートアイランド現象の緩和、騒音・振動等を緩和します。都市農地や市民

農園、農作物の直売所が近くにあることでフードマイレージを短縮でき、カーボンニュ

ートラルへ貢献します。野生生物の生育地・生息地として生態系を構成し、生物多様性

に貢献します。さらに、適切に配置されたみどりは、清涼な風を送り込む風の道を形成

します。 

 

 防災・減災  グリーンインフラや発災時の拠点機能により、安全な都市を構築 

 

都市のみどりを適切に配置し、確保することで、都市のレジリエンス性を高めること

ができます。グリーンインフラとして雨水の涵養
か ん よ う

や洪水の緩和に資する浸透性をもち、

短時間の集中豪雨に伴う内水氾濫・外水氾濫のリスクを低減させます。また、大地震や

大火災の発生時において、人々の避難場所や避難路、火災の延焼防止、消防活動やボラ

ンティア等の救援活動拠点、復旧活動拠点等としての機能をもちます。 

 

 景観・歴史文化  まちの構成要素として、まちの個性と魅力の形成・継承に貢献 

 

都市のみどりを適切にまもり、活かすことにより、個性と魅力ある地域づくりを進め

ることができます。地域の気候や風土に応じて特徴ある多様性を有しており、四季の変

化を実感できる快適な生活環境や美しい景観を創出します。地域の固有の文化や歴史の

構成要素となることで、次代を担う子ども達の感受性を育み、市民生活にゆとりと潤い

をもたらすことができます。 

 

 生活  みどりの活用により、健康的で潤いのある生活空間づくり 

 

自然とのふれあい志向の増加、高齢化等に伴う健康への関心など、市民生活における

健康づくり・レクリエーションへのニーズは変化しています。また、デジタル化が進む

社会において、人と人のリアルな交流やイノベーションを生み出す場、心豊かな生活を

支えるサードプレイスとして都市のオープンスペースの価値が高まっています。市民の

生活の質を向上させる手段の一つとして、みどりのまちづくりが期待されています。  
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１－３ みどりのまちづくりにおける近年の社会動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

都市化の進展に伴い、都市の貴重なみどりが注目されています。自然環境が有する機能

を都市基盤の整備に活用する取組（グリーンインフラ）の推進や、都市農地の位置づけが

変化しています。防災・減災に向けた社会基盤の構築が進んでおり、流域治水の考え方も

拡大しています。 

本市では、西東京市農業振興計画を策定し、都市農業の振興を進めているほか、荒川水

系(東京ブロック)流域治水協議会に参加し、流域治水の取組に参画しています。 
 

平成 23(2011)年 東京都「農の風景育成地区制度」創設 
平成 27(2015)年 第４次社会資本整備重点計画策定（グリーンインフラの推進を明記） 

〃 都市農業振興基本法制定 
平成 29(2017)年 都市緑地法改正（「農地」が都市緑地法の諸制度の対象として明記） 
平成 30(2018)年 国土交通省「生物多様性に配慮した緑の基本計画策定の手引き」 
令和３(2021)年 流域治水関連法の改正(気候変動の影響による降雨量の増加等に対応) 
 

都市と自然が共生した社会構築に向けた動き 

農林水産省「都市農業をめぐる情勢

について」 

国土交通省「グリーンインフラスト

ラクチャー～人と自然環境のより良

い関係を目指して～」 

国土交通省「流域治水の推進」 国土交通省「生物多様性に配慮した

緑の基本計画策定の手引き」 
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都市計画、文化行政、健康福祉分野等とみどりの整備・活用は関連が深く、多様なまち

づくりの動きが始まっています。特色あるまちづくりに向けて横断的な取組が期待されま

す。ウェル・ビーイングな暮らしの実現に向けて、地域資源を活かした魅力あるまちづく

りの取組が広がっています。 

公園における規制緩和が進み、民間活力による整備・管理・活用へ移行しつつありま

す。公園の主役が行政から地域・市民・企業へと変化しています。 

本市では健康都市宣言を発出し、健康をテーマにしたまちづくりを進めているほか、西

東京市文化財保存・活用計画、下保谷四丁目特別緑地保全地区保全活用計画、西東京市農

業振興計画等を策定し、地域資源を活かしたまちづくりを推進しています。 
  

平成 27(2015)年 東京都「パークマネジメントマスタープラン」改定 
平成 29(2017)年 Park-PFI制度、公園協議会制度創設 
平成 31(2019)年 文化庁「文化財保護法に基づく文化財保存活用大綱・文化財保存活

用地域計画・保存活用計画の策定等に関する指針」 
令和２(2020)年 都市再生特別措置法改正（まちなかウォーカブルの推進） 
令和３(2021)年 スポーツ庁「スポーツ・健康まちづくり」優良自治体表彰制度創設 
 

みどりの魅力と価値の向上に向けた動き 

国土交通省「都市公園法改正のポイント」 

※公園協議会のイメージ資料 

文化庁「文化財保存活用地域計画

パンフレット」 

健康都市宣言 

下保谷四丁目 

特別緑地保全地区 

保全活用計画 

西東京市 

農業振興計画 
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2030 年に向けた持続可能な開発目標（SDGs）が国際的に合意されています。誰もが利用

しやすいユニバーサルな空間づくりの動きが進展しています。 

気候変動問題の解決に向けて 2050 年のカーボンニュートラルを目標に取組が進行中で

す。 

デジタル庁が設置されデジタル技術を活用し、行政手続等の利便性の向上や行政運営の

簡素化・効率化を図る取組が推進されています。まちづくりにおけるデジタル化と合わ

せ、みどりのまちづくりにおいても ICT活用が期待されます。 

本市では、ゼロカーボンシティ宣言が発出され、地球温暖化防止対策のための基金や顕

彰制度を設立しています。また、デジタル化の取組としてソーシャルネットワーキングサ

ービスを活かした通報システムや、市民の健康づくりをサポートする健康ポイントアプリ

を導入しています。 
 

平成 27(2015)年 持続可能な開発目標（SDGs）採択 

〃 
国連気候変動枠組条約締結国会議（COP）「パリ協定」締結、主要排
出国を含む全ての排出国が CO2排出削減努力の枠組み対象に 

令和２(2020)年 2050年カーボンニュートラル宣言 
〃 スーパーシティ法成立(国家戦略特別区域法の一部を改正する法律) 

令和３(2021)年 デジタル庁設置 
令和４(2022)年 国土交通省「都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン」改訂 

持続可能なまちづくりに向けた動き 

Stockholm Resilience Centre 

SDGsウェディングケーキモデル 

ゼロカーボンシティ宣言 

国土交通省「都市公園の移動

等円滑化整備ガイドライン

【改訂第２版】」 



 

6 

 

第２章 まちの概要 

２－１ まちの成り立ち 

本市は、武蔵野台地のほぼ中央にあり、練馬区、

武蔵野市、小金井市、小平市、東久留米市、新座

市に囲まれています。 

市域北部の白子川、中央部の新川（旧・白子

川）、南部の石神井川の流域には、旧石器時代か

ら縄文時代の遺跡が確認されていて、古くから人

が定住していました。その後、弥生時代から平安

時代後期（中世初期）にかけて、人々が定着した

跡がほとんど見つかっておらず、これは、気候変

動と生業形態を含む社会変化が原因とされており、

石神井川や白子川の水量や水質も変化し、人々は

より稲作農耕に適した地域へ移っていきます。 

鎌倉時代に入ると、武蔵野台地にもさまざまな

武士団が形成され、街道がつくられました。江戸

時代には、青梅から江戸への中継地点であった箱

根ヶ崎と中野のほぼ中央にあたる田無に、田無宿

が置かれ、近世村落が誕生しました。 

水が乏しかった田無宿に対し、田無宿以外の地

域は、江戸の近郊農村として畑作農業を中心とし

た集落形成が進みました。強風や土ぼこりをよけ

るため、また薪炭の原料とするため等により、屋

敷周りには屋敷林が形成されるほか、江戸幕府の

命により、江戸で使われる薪炭、建築材料を得る

ために木々が植樹され、今日の「武蔵野の風景」

としてなじみ深い、雑木林と農地の景観が形成さ

れました。 

明治時代以降、鉄道敷設とともに、田無は北多摩北部の中心地としての位置を失っていきまし

たが、戦後、東京のベッドタウンとしてひばりが丘団地等大規模な宅地開発が行われ、さらに住

宅地やマンションが急増し、人口が飛躍的に増加しました。宿場町の繁栄を引き継いだ田無市と

新田開発を含む首都近郊農村から発展した保谷市は、各々独自の歴史文化を育んできましたが、

平成 13(2001)年に 21世紀最初の新設合併として、西東京市が誕生し、現在に至ります。 

 

参考：西東京市文化財保存・活用計画（平成 28(2016)年３月） 

  

本市の位置 

江戸時代後期の旧村図 
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２－２ 自然環境 

（１）地形 

本市は、武蔵野台地の中央に

あり、概ね平坦な地域です。等

高線を取ると、南西から北東に

向かって、なだらかに傾斜して

いることがわかります。市内の

河川として、北から順に白子川、

新川、田柄川、石神井川が、そ

れぞれ西部より東部に向かって

流れています。 

 

 

 

 

（２）地質 

西東京市は武蔵野台地のほぼ中央に位置し、約１万年前より古い時代に形成された更新世段丘

（関東ローム層・武蔵野面）の上にあります。河川沿いには人工堤防が築かれていますが、暗渠

など一部の場所では自然地形の谷となっています。ひばりが丘団地周辺や武蔵野大学周辺などは

硬い人工地盤となっています。 

  

西東京市周辺の地形 

等高線：基盤地図情報 

河川：西東京市浸水ハザードマップ（令和 4(2022)年 8 月改訂） 

 

土地分類基本調査（20万分の１） 数値地図 25000（土地条件） 
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（３）気象 

本市付近の気象環境として、日平均気温は概ね 16℃前後ですが、緩やかな上昇傾向にあると考

えられます。最大降水量は一時間当たりでは 30～70mm、10分間あたりでは 20㎜前後で推移して

いますが、特徴的な傾向はありません。 

地表面温度をみると、市域の中で、コンクリートやアスファルト等で覆われた人工被覆面は温

度が高くなっていますが、広い公園や緑地のある場所については、温度が低くなっていることが

分かります。 

 

 
気象庁（練馬観測所の観測値を基に算出。平成 24(2012)年のみデータ欠損のため計算対象外）   

最大降水量と日平均気温の推移（５年移動平均） 
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地球観測衛星 

Landsat8 撮影データ 

（令和 2(2020)年 

9月4日午前10時頃） 

をもとに抽出 

田無市民公園・ 

向台運動場周辺 

都立小金井公園周辺 

西原自然公園周辺 

下保谷四丁目 

特別緑地保全 

地区周辺 

都立東伏見公園・ 

東伏見稲荷特別緑地

保全地区（東伏見稲

荷神社）周辺 

武蔵野大学周辺 

保谷北町緑地 

保全地域周辺 

碧山森緑地 

保全地域周辺 

文理台公園周辺 

西東京いこいの森公園・

東京大学大学院農学生命

科学研究科附属生態調和

農学機構周辺 
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（４）災害リスク 

災害リスクの一つに洪水等による浸水があります。ハザードマップでは石神井川や白子川、新

川周辺の低地部や、西部の東京街道周辺の想定される浸水深が深くなっています。 

 

 

 
西東京市浸水ハザードマップ（令和４(2022)年８月改訂） 

 

浸水ハザードマップ  
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（５）植生 

市内には常緑広葉樹林や落葉広葉樹

林などの樹林がありますが、いずれも

二次林です。公園や大学等のグラウン

ド等を中心に草地もあります。 

石神井川では、アカメガシワ、ヤマ

グワ等の先駆性樹種、ムクノキ、エノ

キ等の落葉広葉樹、オオバコ、ヨモギ

等の路傍雑草、逸出種のイチジク、ア

サガオ等が確認されています。 

 

参考 

東京都「荒川水系石神井川河川整備計画」 

（平成 28(2016)年３月） 

 

 

（６）生態系 

市内には野鳥が飛来するほか、石神井川には水中生物の生態系が形成されています。 

よく見られる山野の野鳥

として、シジュウカラ、ヒ

ヨドリ、メジロ、オナガ、

コゲラ、ムクドリ、キジバ

ト、ツグミ、ジョウビタキ

などが生息しています。水

辺の野鳥には、カルガモ、

キンクロハジロ、カイツブ

リ、オナガガモ、カワセミ、

コサギ、ゴイサギ、ハクセ

キレイ、キセキレイなどが

生息しています。 

 

石神井川は市内における貴重な水辺空間です。最近では

湧水を集めて流れる川として、水質が改善され、魚や水草

をはじめ、生態系が戻りつつあります。 

令和３(2021)年度に行われた調査によると、底生生物と

して、シロハラコカゲロウやギンヤンマ、ハグロトンボ等

15目 30科 48種が確認されました。 

 

参考 西東京市野鳥観察の手引き（令和２(2020)年２月）  調査の様子 

植生分布図 

環境省生物多様性センター「植生調査(１/2.5 万)第６～７回」 
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２－３ 社会環境 

（１）人口 

本市は、人口・世帯数ともに増加傾向にありましたが、近年は横ばいに推移しており、令和５

(2023)年時点で、人口は約 20.6万人、世帯数は約 10.1万世帯となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）土地利用 

本市は、都心から近い

住宅都市であるため、土

地利用は大部分が住宅用

地となっています。みど

りの土地利用として、農

業用地や公園、運動場等

の土地利用が比較的多く

なっています。 

 

 

 

  

都市計画基礎調査・土地利用現況調査（平成 29(2017)年） 

土地利用現況図 
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0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

平成26

（2014）年

平成27

（2015）年

平成28

（2016）年

平成29

（2017）年

平成30

（2018）年

平成31

（2019）年

令和2

（2020）年

令和3

（2021）年

令和4

（2022）年

令和5

（2023）年

人口 世帯数
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人口・世帯数 
住民基本台帳人口 

各年 4 月 1 日現在 
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（３）都市施設 

都市公園や学校等の都市

施設は市内全域に配置され

ています。都市計画道路沿

道には生産緑地が残ってい

る路線もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）住宅動向 

人口・世帯数の増加に伴い、本市の住宅戸数も増加しています。特に持ち家や一戸建ての増加

傾向は東京都の平均的な動向を上回るペースで増加しています。 

 

  

住宅・土地統計調査 

住宅動向（平成 15(2003)年度を 1.0としたときの変化） 
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主な都市施設 

都市計画基礎調査（平成 29(2017)年）、国土数値情報（令和 3(2021)年）など 
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第３章 みどりの概要 

３－１ みどりの現況 

（１）みどりの概要（量について） 

令和４(2022）年１月１日時点の航空写真を基に算出した緑被率は 25.3％、緑被に裸地や水面

などを加えたみどり率は 26.4％となっています。緑被率対象地に対する構成比としては樹木・樹

林が 52.0％、農地が 34.4％の順に多くなっています。 

 

緑被率 
一定区域の中で、上空から見て芝や高木の樹冠など緑で覆われた面

積が占める割合 

みどり率 

上記、緑被率対象の面積に加え、公園・緑地における裸地や人工被

覆面等の面積や、河川などの水面の面積を加えた合計面積が、一定

区域に占める割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種別 面積（㎡） 
市域に 

占める割合 

対・緑被率 

構成比 

樹木・樹林 2,069,837 13.1% 52.0% 

草地 542,353 3.4% 13.6% 

農地 1,371,811 8.7% 34.4% 

緑被率対象地 3,984,001 25.3% 100.0% 

公園区域内の裸地・人工被覆面等 151,596 1.0% -  

水面 17,872 0.1% -  

みどり率対象地 4,153,468 26.4% -  

市域 15,750,000 100.0% -  

※各項目について四捨五入しているため合計値は必ずしも一致しない   
本市の緑被状況  

公園区域外の人工被覆面や裸地 等 

公園区域内の裸地・人工被覆面等、水面 等 

樹木・樹林、草地、農地 等 

市域 

みどり率対象地 

緑被率対象地 
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※各項目について四捨五入しているため合計値は必ずしも一致しない 
  

本市の緑被率・みどり率の構成（市域全体に対する割合） 

 

 

 

約 20 年前の調査時点と比べると、緑被率は約４ポイント減少しており、特に緑被の構成比に

占める農地の割合は減少しています。 

 

 

※各項目について四捨五入しているため合計値は必ずしも一致しない   
構成比の経年変化 

  

13.1%

3.4%

8.7% 1.0%

0.1%

73.6%

樹木・樹林

草地

農地

公園区域内の裸地・人工被覆面等

水面

その他

緑被率

25.3％

みどり率

26.4％

52%

39%

14%

12%

34%

48%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和4(2022)年

平成14(2002)年

樹木・樹林 草地 農地

緑被率 約25％

緑被率 約29％
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（２）みどりの概要（立地について） 

本市のみどりの分布は、市の東側を南北に貫く伏見通りの周辺や、市中央西側に位置する東

京大学大学院農学生命科学研究科附属生態調和農学機構（以下「東大農場」という。）や西東

京いこいの森公園周辺、南側を東西に走る狭山・境緑道（多摩湖自転車歩行者道）周辺などに

比較的多くなっています。一方で市の中央部、特に田無駅周辺や、北部のひばりヶ丘駅周辺な

どではみどりが少なくなっています。 

 

 

令和４(2022)年度緑被判読調査 

緑被分布図  
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町丁目別でみると、みどり率が高い地域として、高い順に緑町一丁目、東伏見一丁目、柳沢

四丁目、西原町二丁目、緑町三丁目で 50％を超えています。一方で、みどり率が低い地域とし

て、低い順にひばりが丘北三丁目、田無町二丁目、田無町五丁目、ひばりが丘北四丁目、保谷

町三丁目で 10％未満となっています。 

 

 

 

  

町丁目別みどり率 令和４(2022)年度緑被判読調査 

 

町丁目名 みどり率  町丁目名 みどり率 

緑町一丁目 78.7%  ひばりが丘北三丁目 7.0% 

東伏見一丁目 63.0%  田無町二丁目 8.1% 

柳沢四丁目 56.8%  田無町五丁目 8.2% 

西原町二丁目 53.6%  ひばりが丘北四丁目 8.3% 

緑町三丁目 51.3%  保谷町三丁目 9.8% 

北町一丁目 45.0%  田無町一丁目 10.4% 

東町一丁目 44.4%  保谷町二丁目 11.0% 

向台町五丁目 44.2%  東町二丁目 12.4% 

新町三丁目 43.6%  富士町四丁目 12.9% 

向台町六丁目 41.8%  田無町四丁目 13.3% 

 みどり率の高い地域   みどり率の低い地域 

 



 

17 

 

年代別の人口分布とみどり率分布を重ね合わせると、特徴が現れます。相対的に 14 歳以下

の人口が多いものの、みどり率が低い地域として、東町、ひばりが丘、谷戸町、田無町、芝久

保町などが挙げられます。相対的に 65 歳以上の人口が多いものの、みどり率が低い地域とし

て、泉町、谷戸町、保谷町、富士町、北原町、田無町、芝久保町、南町、柳沢などが挙げられ

ます。 

 

  

14歳以下人口メッシュ × 町丁目別みどり率 

令和 2(2020)年度国勢調査 

令和 4(2022)年度緑被判読調査 

 

赤い円は 
相対的に子どもが多いが、 
みどりが少ないエリア 

65歳以上人口メッシュ × 町丁目別みどり率 

令和２(2020)年度国勢調査 

令和４(2022)年度緑被判読調査 

 

赤い円は 
相対的に高齢者が多いが 
みどりが少ないエリア 
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本市は市域の約３割が洪水浸水想定区域となっています。洪水浸水想定区域と緑被分布を重ね

合わせると、区域における緑被率は 26.7％、みどり率は 27.9％となっています。 

 

 
洪水浸水想定区域：国土数値情報（令和３(2021)年） 

 

洪水浸水想定区域と緑被分布の重ね合わせ図 

 

 

洪水浸水想定区域内における緑被率・みどり率  

12.3% 4.1% 10.3%

1.1%

0.1%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

樹木・樹林 草地 農地 公園区域内の裸地・人工被覆面等 水面

緑被率 26.7％

みどり率 27.9％
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本市には都市計画決定がされたものの未整備の都市計画道路があります。未整備の都市計画道

路が整備された場合、みどりに覆われた面積は約 3.1 ポイント減少し、緑被率・みどり率は市域

に対して約 0.8ポイントの減少が予想されます。 

 

未整備の都市計画道路と緑被分布の重ね合わせ図 

 
   

種別 
面積 
（㎡） 

市域全体の量 
に占める割合 

対・市域面積の割合 
＝将来減少する緑被率・みどり率 

樹木・樹林 63,303 3.1%  

草地 15,472 2.9%  

農地 44,839 3.3%  

緑被率対象地 123,613 3.1% 0.8% 

公園区域内の裸地・人工被覆面等 2,759 1.8%  

水面 1,544 8.6%  

みどり率対象地 127,916 3.1% 0.8% 

※各項目について四捨五入しているため合計値は必ずしも一致しない  
未整備の都市計画道路区域における緑被率・みどり率対象地  
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（３）みどりの種別の概要 

■ 公園 

市立公園は 278か所、総面積は約 26.1万㎡あります。また、都立公園等も含めた住民一人当た

りの面積は 1.90 ㎡/人となっています。面積別の公園数は、約６割が 300 ㎡未満の小さな公園と

なっています。市立公園の供用開始年の構成割合として、約４割が 30 年以上前となっており、

施設等の老朽化が懸念されます。 

 

 

 
公園調書（令和５(2023)年４月１日現在） 

※各項目について四捨五入しているため合計値は必ずしも一致しない  
供用開始年の構成割合  

20.8 20.1 21.5 13.6 22.9 1.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10年未満 10年以上20年未満 20年以上30年未満

30年以上40年未満 40年以上50年未満 50年以上60年未満

7.67 
6.92 

4.51 
2.86 2.66 2.69 

1.90 
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(㎡/人)

住民一人当たり公園面積 

 

東京都都市公園等区市町村別 

面積・人口割比率表 

(令和５(2023)年４月１日現在） 
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300㎡
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10,000㎡
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か所

約６割が 300㎡未満 

面積別の公園数 

公園調書 

（令和５(2023)年４月１日現在） 

※公園数には西東京市域に単独で供用

されている都立東伏見公園を含む 
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公園は市全域に配置されていますが、各公園について半径 250mの誘致圏を設定すると、 

一部の地域についてはいずれの公園の誘致圏にも掛からない公園空白地区となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

公園空白地区の基準… 

【配置済扱いとする公園について】 
◆公園面積 500㎡以上で、次の条件のもの 
・市立公園のうち、土地所有者が、市、東京都、国である公園 
・都市再生機構や東京都住宅供給公社が設置する公園 

【配置済扱いとする公園に準ずる施設について】 
◆市立公園ではないが、土地所有者が、国、東京都、区市である 500 ㎡以上で、次の施設 
・特別緑地保全地区 
・栄町二丁目樹林地 
・近隣区市の公立公園 
・都立公園及び緑地保全地域 

【公園の誘致圏】 
◆半径 250ｍ（街区公園の誘致距離と同様） 
・誘致距離の起点は公園の中心 
・ただし、近隣公園、地区公園、都立公園については当該公園の出入口 

西東京市公園配置計画（平成 30(2018)年３月） 
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■ 街路樹・植栽 

道路空間において街路樹

や植栽等が整備・管理され、

ネットワークとして機能し

ています。都市計画道路だ

けでなく、一部の主な道路

においてもネットワークが

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 校庭の芝生化 

一部の小学校において、校庭の全部または一部について芝生の整備が行われています。 

 

年 度 学校名 施工面積 

平成 20(2008)年度 東伏見小学校 278 ㎡  

平成 21(2009)年度 保谷第一小学校 528 ㎡ 

平成 22(2010)年度 碧山小学校 3,383 ㎡ 

平成 23(2011)年度 谷戸小学校 2,951 ㎡ 

平成 24(2012)年度 保谷小学校 3,171 ㎡ 

 柳沢小学校 3,070 ㎡ 

平成 25(2013)年度 芝久保小学校 2,804 ㎡ 

計  16,185 ㎡ 

  
碧山小学校ホームページ 

道路の緑化状況 
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■ 農地 

本市は住宅などに隣接した農地が多く、キャベツやホウレンソウ、小松菜などが多く生産され

ています。しかし耕地※面積は減少傾向にあり、農業の担い手も高齢化しています。 

※農地のうち草地（牧草地、放牧地）などを除いた土地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

農地の分布状況 

生産緑地：西東京市都市計画課（令和３(2021)年） 

その他農地：農林水産省筆ポリゴン（令和４(2022)年９月取得データ） 

耕地及び作付面積統計 

農林業センサス 

農地の面積減少と担い手の高齢化 
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24 

 

■ その他重要なみどり 

市内にはいくつかの緑地がありますが、都市緑地法に基づき区域を指定し、土地開発の制限な

どを掛けることにより保全されているところもあります。東京都が指定する緑地保全地域は、市

内では２か所（碧山森緑地保全地域／保谷北町緑地保全地域）あります。市が指定する特別緑地

保全地区は、市内では２か所（東伏見稲荷特別緑地保全地区／下保谷四丁目特別緑地保全地区）

あります。 

重要な樹木・樹林として、保全山林は市民に公開され、自然空間や防災避難空間等として、活

用されています。保存樹木や保存樹林、保存生垣などは、地域の特徴的なみどりとなっています。 

さらに、寺社などの歴史文化資源の多くはみどりと一体となった空間を備えており、重要なみ

どりの一つです。市内には、国指定史跡が２件、国指定名勝１件、都指定文化財１件、市指定文

化財が 50件あります（令和４(2022)年現在）。 
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３－２ 協働のみどりのまちづくりの現況 

（１）まちのみどりに対する市民意識 

アンケート結果によると、まちのみどり環境に対する評価としては、「みどりが豊か」という

まちのイメージを持つ市民が多いことがわかります。市内に通う小中学生に対して行った調査に

おいても、みどりの多さを感じる割合は高く、子どもにとっても本市において、まちの構成要素

としてみどりの存在は大きいと言えます。今後のみどりの施策に求められる視点として、防災や

まちの魅力向上につながる施策が特に期待されています。 
  

イメージ像 

現在のまちのイメージ 
暮らしたいまちの 

イメージに対するギャップ 
回答割合 

※複数回答 

平成 29(2017)年度 

調査との比較 

まちなかの自然(公園、

農地等)が豊かである 
58.0％ 

約４ポイント 

増加↑ 

約９ポイント 

上回っている↑ 

街並みや景観、 

雰囲気がよい 
19.2％ 

約３ポイント 

増加↑ 

約 15ポイント 

下回っている↓ 

新鮮な野菜・食材が 

豊富である 
18.5％ ほぼ横ばい→ 

約７ポイント 

上回っている↑ 

まちに個性がある 1.1％ ほぼ横ばい→ 
約６ポイント 

下回っている↓ 
令和３(2021)年度 西東京市市民意識調査  

まちのイメージ 
    

 
西東京市みどりに関する子どもアンケート調査報告書（令和４(2022)年度実施）  
西東京市のみどりの量について 

   
項目 CS分析 

集中豪雨等のいっ水対策 A：重点改善 

自然や観光資源などによるまちの魅力の向上 B：改善 

公園・緑地などのみどりの保全・活用 
C：重点維持 

公園の整備や道路・公共施設の緑化推進 

農地・屋敷林などの保全・活用 

D：維持 
環境学習の場や機会の提供 

地産地消の促進などによる農業の振興 

ボランティアや市民活動団体の育成・支援活動への参加促進 
令和３(2021)年度 西東京市市民意識調査  

施策別の満足度・重要度  

34.5 49.3 11.5 3.6 1.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

多いと思う どちらかというと多いと思う
どちらかというと少ないと思う 少ないと思う
無回答

（ｎ=972）
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○西東京市公園実態調査報告書（平成 28(2016)年度） 

平成 28(2016)年度に行われた市民へのヒアリングや市民ワークショップでは、公園に関するさ

まざまな課題や解決案について意見交換がされました。 

課題として、施設面として面積の狭い公園が多いことや安らぎの空間としての環境不足・防犯

性への懸念等が挙げられています。また、利活用面では近隣住民に配慮するがゆえに禁止事項が

多く、利用しにくいことや、利用者のマナーの啓発及び情報発信等が、管理面では人手や資金確

保等が挙げられています。 

一方で、解決のためのアイデアとしては、整備において市民が参画したり、公園の愛称を付け

ることで関心を持たせる工夫や、活用の仕方について地域や子どもが主体的に考える機会の創出、

都市農業、食、健康、アートといった多くの市民が関心を持てるような分野との連携を図りなが

ら地域ごとに個性のある公園づくりの推進、民間企業の事業フィールドとして公園を活用しやす

くするようにしていくこと等が提案されています。 

 

 

西東京市公園実態調査報告書（平成 28 年度） 

 

 

○西東京市みどりに関するＷＥＢアンケート調査報告書（令和４(2022)年度） 

令和４(2022)年度にみどりのまちづくりについてのアンケートを実施しました。公園や農地、

樹林など個別にみどりに対する意見や、人材や資金確保の仕組みなどに対する意見が寄せられて

います。 

参加してみたい活動として、街路樹や屋敷林、河川等の維持管理、農地や空き家の活用、緑化

活動や自然観察、環境や教育・レクリエーション活動、イベントなどがありました。その他、公

園整備や運営、人材確保に向けた啓発の取組などに対する提案が集まりました。 
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（２）市民の取組 

■公園等の管理 

市内各地の公園でボランティアが活動しています（令和４(2022)年度末時点で公園管理協力会

員 941 名）。市民協働で管理する花壇やコミュニティガーデン、個人の庭を公開するオープンガ

ーデンなどがあります。 

花と緑の愛護に顕著な功績のあった民間の団体に対し、その功績をたたえ、国民的運動として

の緑化推進活動の模範として表彰する「みどりの愛護」功労者 国土交通大臣表彰に、市内の団

体として、西原自然公園を育成する会（平成 26(2014)年）、西東京自然を見つめる会（平成

27(2015)年）、特定非営利活動法人西東京花の会（平成 28(2016)年）、髙橋家屋敷林保存会（令和

２(2020)年）などが選定されています。また、令和５(2023)年秋の褒章では、西原自然公園を育

成する会が緑綬褒章を受章しています。 

 

■緑化と保全 

市の条例により、基準を満たした樹木や樹林、生垣

に対し、保存樹木・保存樹林・保存生垣として指定し、

市が補助金を交付し、所有者の方々のご理解・ご協力

のもと、みどりの保全に努めています。また、市では、

エコプラザ西東京で琉球あさがおなどの緑のカーテン

を毎年、育成しているほか、市民モニター制度により、

ゴーヤの苗１組（４苗）を配布し、活動の展開を図っ

ています。 

 

■活用 

市では小規模公園の活用を促進するために、平成 29(2017)年に活用の仕方を考える市民ワーク

ショップを開催しました。本格実施に向けて、市民ワークショップのメンバーから希望者を募り、

アイデアの実現に向けて試験的な取組もスタートしています。 

また、市民がやってみたい企画（アイデア）を市民自身が実現することを支援するため、企画

書を提出できる制度を設けており、継続的に活用促進を図っています。 

 

 

 

 

  

西東京市 Web（ホームページ） 

西東京市公園配置計画（平成 29(2017)年度） 
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（３）民間企業等との連携の取組 

■指定管理者制度の活用 

本市では、公園の管理について、指定管理者制度を導入しています。行政と指定管理者の双方

に市民協働担当を配置することで、市民やボランティア団体等との協働による公園管理を積極的

に推進しています。 

また、その仕組みの中で、本市が先進的に行っている取組として、一つの公園についてのみ指

定管理者制度を活用するのではなく、複数公園について包括的に指定管理者制度を導入している

ことが挙げられます。このことにより、市民活動等においてさまざまな意見やアイデア等が集ま

りやすく、地域とのつながりや人脈作りが進むほか、管理の効率性や事業採算性などの向上も期

待でき、エリアマネジメント活動が展開することで、地域の活性化に貢献しやすくしています。 

 

 

■東大農場との連携 

本市の中央西側に位置する東大農場は東京大学の教育・研究施設であり、耕地・林地・温室・

見本園などがあります。本市の緑被としても大きな割合を占めていて、一般への開放エリアもあ

り、市民に親しみのあるみどりとなっています。 

平成 25(2013)年に東大生態調和農学機構社会連携協議会が立ち上がり、東大農場と西東京市・

市民による社会連携協議会を通じて、教育・研究の発展と社会貢献を図り、市民・行政との協働

事業の推進を図っています。 

 

 

 

 

公開講座のチラシ 



 

29 

 

第４章 計画の目指す姿 

４－１ 目標 

（１）将来像 

  

 

 

 

西東京市にはみどりと人が互いに支え合い、屋敷林や雑木林、農地と都市景観が調和し、美しいまちを形成してきた歴史と背景があります。 

こうした過去から継承してきた大切なみどりを軸に、持続可能な未来に向けて、より豊かにまちを発展させていくことが必要です。 

社会課題が複雑化し、多様性が求められる中で、さまざまな形でみどりと人が関わる共生のあり方を構築し、本市が目指す健康で強靭なまちをつくっていきます。 

 

  

 

  

みどりと人が関わり 健康なまちを未来へ 西東京 将来像 

整える 

伝える 

まもる 
 

活かす 

つくる 

みどりへの 

関わり方 

５つの方策 
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（２）基本方針 

 

みどりの将来像の実現に向けて施策を進めるにあたって、「みどりと人が暮らしの中で関わり

あうことにより、豊かなみどりが育まれる好循環」が求められています。 

具体的には次の４つの状態が達成されることで、好循環が生まれていきます。 

１ 西東京市の特徴あるみどりが保全・創出され、魅力あるみどりが豊かに育まれている状態 

→「西東京市の特徴あるみどりを育む」ことが必要 

２ 多くの人が関わるようになっている状態 

→「みどりを支えたいと想う人を増やし、人の輪を拡げる」ことが必要 

３ 人々がまちなかでみどりに触れる機会が増え、生活や心身が豊かになっている状態 

→「市民とみどりをつなげ、人々の心身を豊かにする」ことが必要 

４ みどりが多くの人の手で、地域や社会課題の解決のために活かされることで、暮らしの舞

台となるまち全体も健康になり、西東京市の特徴あるみどりがさらに磨かれる状態 

→「まちづくりの多様な分野でみどりを活かし、健康なまちにする」ことが必要 

これを踏まえ、４つの＜基本方針＞を設定し、施策を進めていきます。 

 

 

  

みどりと人が
関わりあうことで
好循環が生まれる

みどりを支えたいと
想う人を増やし、
人の輪を拡げる

市民とみどりをつなげ、
人々の心身を豊かにする

まちづくりの多様な
分野でみどりを活かし、
健康なまちにする

西東京市の特徴あるみどりを育む
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「みどりと人が暮らしの中で関わり合うことにより、豊かなみどりが育まれる好循環」を構成

する４つの段階に沿って、本計画の基本方針を設定します。また、それぞれの基本方針について

次のような課題が挙げられ、施策の中で対応していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

西東京市の特徴あるみどりを育む 基本方針１ 
 

屋敷林・雑木林、都市農地、文化財等、武蔵野の原風景を形づくる、特徴あるみ

どりの保全や、魅力ある公園・緑地・街路樹など都市のみどりの育成に向けて、取

り組みます。 

➢ 風土や歴史など地域の成り立ちを踏まえた特徴あるみどりの

継承と活用 

➢ 生物多様性の保全 

➢ 民有地のみどりの保全、創出の支援 

➢ 持続的な管理が必要なみどりへのアプローチ 

など 

課
題 

みどりを支えたいと想う人を増やし、人の輪を拡げる 基本方針２ 

 

みどりの大切さを共有し、みどりのまちづくりを支える人の輪の拡大に向けて、

普及啓発や人材育成に取り組みます。 

➢ みどりの価値の評価分析と発信、啓発 

➢ 市民が関心を持つためのきっかけ作り 

➢ 既存の担い手の支援、新たな担い手の発掘 

➢ 企業・行政・市民・地域の連携の拡充 

など 

課
題 
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まちづくりの多様な分野でみどりを活かし、健康なまちにする 

市民とみどりをつなげ、人々の心身を豊かにする 基本方針３ 

まちの中でみどりと人が関わる場面を増やし、市民の心と体が癒され、暮らしを豊

かにしていくために、みどりの創出や活用に取り組みます。 

基本方針４ 

多様な人が、多様な目的でみどりを舞台に活動し、みどりが多面的に機能する

ことで、まちの基盤が構成されていくように、みどりのまちづくりに取り組みま

す。 

➢ 有機的なみどりのネットワーク構築 

➢ 公共施設のみどりの整備・管理 

➢ オープンスペースの活用 

➢ 都市農業における地産地消の取組推進 

➢ 公園利用のルールの緩和や、市民農園の拡充などによる、

みどりを活かす活動の機会の創出 

など 

課
題 

➢ みどりの多面的機能の発揮 

➢ 活用しやすいみどりの創出 

➢ 地域や社会課題の解決やまちの魅力アップにつながる

みどりの活用 

➢ みどりを活用しやすい仕組みの構築 

など 

課
題 
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みどりのまちづくりにおける課題として局所的な事項もあります。 

主な課題について、具体的な場所と内容を以下の地図に示しました。 

 

課題マップ（局所的な課題図） 
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（３）計画の数値目標 

 

将来像に向けた達成状況及び施策全体の成果を測るため、数値的な目標指標を以下のように設

定します。なお、目標指標は、みどりのまちづくりについて、量の面と質の面の双方の達成状況

を確認する一つの見方として、各基本方針に関連して設定します。 
  

  指標  現状値 目標値 

基本方針１ 

に対応する 

指標 

 農地の総面積 
※担当課所有データ 

 １１７.６ ha ９９ ha 

令和４(2022)年 12 月時点 令和 15(2033)年度末時点 

 
(※１)【設定の考え方】 

 関連する施策を推進することにより、農地面積の減少の
抑制を図ります。 

 特徴のあるみどりの 
活用実績 
※担当課所有データ 

 
３３ 件/年 ６６ 件/年 

令和４(2022)年度末時点 令和 15(2033)年度末時点 
 

(※２)【設定の考え方】 
 市の事業での活用や市民、団体等の取組促進により活用

頻度を増やします。 

 
保存樹木・樹林・生垣
の件数 
※担当課所有データ 

 ８７２ 
１９,７８３ 
７,６１８ 

本 
㎡ 
ｍ 

８７２ 
１９,７８３ 
７,６１８ 

本 
㎡ 
ｍ 

 令和４(2022)年度末時点 令和 15(2033)年度末時点 

 (※３)【設定の考え方】  関連する施策を推進することにより、現状維持を目指します。 

基本方針２ 

に対応する 

指標 

 みどりのまちづくりに 
おける市民の活動量 
（公園管理協力会員(ボラ 
ンティア)の総人数） 
※担当課所有データ 

 

９４１ 人 
１,３００ 

人 

令和４(2022)年度末時点 令和 15(2033)年度末時点 

 
(※４)【設定の考え方】 

 関連する施策を推進することにより、ボランティアの総
人数の増加を目指します。 

基本方針３ 

に対応する 

指標 

 市民や民間事業者等が
中心となって管理する
公園・緑地・オープン
スペースの数 
※担当課所有データ 

 

７６ か所 
８６ 

か所 

令和５(2023)年度当初時点 令和 15(2033)年度末時点 

 (※５)【設定の考え方】  関連する施策を推進することにより、管理数を増やします。 

 市域に対する身近な公園
の空白地区の面積割合 
※GIS 計測 

 ２１.１ ％ １９.１ ％ 

 令和４(2022)年度末時点 令和 15(2033)年度末時点 

 
(※６)【設定の考え方】 

 公園の整備等により、公園の空白地区の面積割合の減少
を目指します。 

基本方針４ 

に対応する 

指標 

 

緑被率・みどり率 
※緑被率調査 

 緑被率 
２５.３  
みどり率 
２６.４ 

 
％  
 
％ 

緑被率 
２４.３  
みどり率 
２５.５ 

 
％  
 
％ 

令和４(2022)年１月時点 令和 15(2033)年度末時点 

 (※７)【設定の考え方】  関連する施策を推進することにより、緑被率・みどり率

の減少の抑制を図ります。 

 「まちなかの自然(公
園、農地等)が豊かであ
る」と思う市民の割合 
※市民意識調査 

 
５８.０ ％  ％ 

令和３(2021)年時点 令和 15(2033)年度末時点 

 
(※８)【設定の考え方】 

 みどりのまちづくりの施策全般を推進することにより、
市民の評価の向上を図ります。 

  

検討中(※６) 

検討中(※４) 

検討中(※５) 

検討中(※１) 

検討中(※２) 

検討中(※３) 

検討中(※７) 

検討中(※８) 
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４－２ みどりの配置方針 

（１）配置方針の考え方 

本計画ではみどりを「環境」「防災・減災」「景観・歴史文化」「生活（健康／レクリエーショ

ン／ウォーカブル）」の４つの機能類型に分けて整理し、配置方針を定めます。 

 

  

４つの機能別に配置方針を設定 

防災・減災のみどり 

生活(健康/レクリエーション

/ウォーカブル)のみどり 

景観・歴史文化のみどり 

環境のみどり 
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（２）機能別の配置方針 
  
■ 環境のみどり 
 
○ 生態系保全のみどり 

・流域ごとにみどりの環境は異なることから、生物多様性の保全のために、河川の流域ごとに

みどりの質や連続性を確保します。 

・市内のまとまったみどりを保全し、それらをつなぐようなみどりを創出します。 
  
○ 水循環を健全にするみどり 

・本市は台地上に位置していることから、雨水を土中に浸透し、地下水を涵養させる雨水浸透

機能の高いみどりを優先的に保全、配置します。 
  
○ 都市の高温化をみすえたみどり 

・地球温暖化やヒートアイランド現象への対策として、樹冠投影による遮熱効果やみどりが育

ちやすい土壌の整備等により、微気候調節の機能を整えながら、市内のまとまったみどりを

保全します。 
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■ 防災・減災のみどり 
  
○ 水害対策のみどり 

・市内のみならず、下流域の自治体での内水氾濫・外水氾濫に対する防災・減災（流域治水）の

視点から、以下の対策を実施します。 

✓ 台地面では雨水浸透・雨水一時貯留を助けるみどりの保全・創出。 

✓ 河川沿いの谷底低地では、いっ水・浸水を受け止めるためのみどりを保全・創出。 

特にリスクの高い洪水浸水想定区域などに位置するみどりの保全・創出に重点を置く。 

✓ 水の集まりやすい場所や道路冠水しやすい場所周辺には、雨水の一時貯留を助けるみどり

を配置。 
  
○ 火災対策のみどり 

・街路樹ネットワークの構築、また、住宅地での緑化を進めることで、延焼遮断帯としてのみど

りを配置します。 
  
○ 災害全般に対応するみどり 

・災害時の避難場所となるオープンスペースとして、公園のみどりを確保します。 
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■ 景観・歴史文化のみどり 
  
○ 西東京市の特徴ある景観を構成するみどり 

・市内に残る武蔵野の原風景や農の景観をつくりだすみどりを保全し、それらの特徴あるみどり

が引き立つように、周辺のみどりとのつながりを保全・創出します。 
 
・みどりの少ない地域において、西東京市の特徴的なみどりとのつながりに配慮し、景観の向上

に資するみどりを創出します。 
  
○ 市民の誇りとなる歴史文化を伝えるみどり 

・現在の西東京市の礎となっている歴史や文化を伝えるみどりを保全します。 
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■ 生活（健康/レクリエーション/ウォーカブル）のみどり 
  
○市民の憩いの場のみどり 

・市民が日頃から大切にしているみどりを維持管理し、充実を図ります。 

・子どもをはじめ市民が外に出て、みどりに気軽に関わることができる機会をつくるため、生活

圏にみどりを配置します。公園空白地区にある保育園周辺には、保育園による利用を想定した

公園の配置を検討します。 
  
○歩きたくなるみどり 

・ヒートアイランド現象への対策の観点から、人の動線に沿ってみどりを配置し、快適な歩行者

空間をつくります。 
 
・人が集まる駅周辺の商業地や文化資源周辺のみどりを保全します。 
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第５章 計画の推進に向けて 

本計画を推進するにあたって、各種施策に取り組む前提として、協働体制の構築、財源の確保、

計画の進行管理などに取り組みます。 
 
 

 

協働体制の構築 

 
 

◇  行政間の連携（国・都・市） 

みどりは市域外にも連続していることから、周辺市区や東京都のほか、石神井川が

流入する荒川における荒川水系（東京ブロック）流域治水協議会のような関連する機

関との連携を含めて、広域連携の強化に努めます。国や東京都などに対しては必要な

要望を行うとともに、国や東京都が実施する各種の事業との連携を図ります。 
 

◇  行政内の連携（庁内横断連携） 

本計画の施策を効果的に進めていくために、庁内の連携を強化して、合意形成や課

題への対応を検討し、事業の推進・評価・改善といった進行管理などについて、横断

的な推進を図ります。また、これらの施策推進に関わる各種情報は、集約・管理によ

って、適切に市民に提供できるよう努めます。 
 

◇  産学公民の連携（事業者・大学・市・市民） 

事業の推進、ソフト施策の充実のため、市民や企業等との連携強化を図ります。公

園ボランティア団体や環境学習関連団体など、既存の活動団体を軸に輪を拡げていく

ほか、公園整備時における市民参加の場づくりなど、つながりを生み出すきっかけの

創出を図ります。また、武蔵野大学とは研究活動を通じた連携や、東京大学とは東大

生態調和農学機構社会連携協議会を通じた取組等で、みどりのまちづくりにおける協

働を目指します。株式会社三菱ＵＦＪ銀行が開園したＭＵＦＧ ＰＡＲＫなどの民有地

のみどりについては、市民等の公園の利活用を促進します。市立公園の管理面におい

ては、指定管理者制度を活用し、体制構築を図りながら、適切な管理を推進します。

その他、市民緑地認定制度やみどり法人制度、農の風景育成地区制度等の活用方法を

検討します。 
 

◇  民民の連携（市民・団体・事業者） 

市民の緑化活動の円滑な促進と、活動の担い手同士の交流による活性化のため、公

園協議会などにおいて、市民・団体・事業者等が定期的に集い、取組や課題を共有し

合う場を設けます。 

また平成 25(2013)年３月に策定された地域コミュニティ基本方針に基づき、市を４

つの地域に分け、南部、西部、中部、北東部の４つの地域協力ネットワ－クを設立し

ており、この組織の活動の一環で、緑化活動や啓発活動が行われています。 

こうした中間支援の役割を担う組織と連携しながら、みどりのまちづくりを地域全

体で支えていく体制を整えていきます。  
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財源の確保

 

 

庁内で適切な財政配分がなされるよう調整を図った上で、以下のような取組により、

財源を確保しながら、みどりのまちづくりを推進します。 

 

 

◇  民間との連携による効率的な事業の運営 
  

行政のみでの事業推進は、手続きなど時間コストが掛かることから、市民や地域、

事業者との連携により、効率的に事業を進めます。指定管理者制度や Park-PFI 制度、

公園管理協力会員制度、公園協議会制度等の活用などにより公園・緑地の維持管理

や活用において、民間とのパートナーシップを強化します。 

 

◇  みどり基金や森林環境譲与税(森林環境税)・地球温暖化防止対策基金、都市計画

税・都市計画基金の活用 
  

西東京市人にやさしいまちづくり条例に基づき、開発に際しての金銭納付の受入

を実施し、みどりのまちづくりにおける財源として確保します。みどり基金や森林

環境譲与税(森林環境税)・地球温暖化防止対策基金、都市計画税・都市計画基金を

活用し、公園空白地区の解消や、人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及

啓発などを推進します。 

 

◇  多様な財源確保 
  

ガバメントクラウドファンディング、ネーミングライツ、国・都の補助金等の活

用を図り、みどりのまちづくりにおける財源確保を多様な形で検討します。 

 

◇  効率的な行政運営 
  

中長期を見据えたみどりのまちづくりの推進、市民サービス利便性の向上のため、

ICT 技術の活用を検討しながら、効果的に施策を実施します。取組の一つとして、西

東京市公式 LINE による通報システムの活用により、パトロールの目を市民に協力し

ていただく取組を継続します。 
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計画の進行管理

 

 

◇  計画進行における役割分担の明確化 
  

みどりの基本計画を総合的かつ計画的に推進するために、事業者、大学・研究機関、

行政、市民等、それぞれが、まちづくりの担い手であることを認識しつつ、協働体制

をつくり、実行します。施策ごとに施策の担い手を明確にし、進捗を管理監督する立

場を行政の担当課が担います。 

 
  

●事業者の役割 

 
⚫ 市内のみどりの保全や維持管理、みどりが有する魅力

の活用に資する活動に参画する 

⚫ 所有している技術や資金をみどりの保全・創出・維持

管理に活かす 

⚫ 事業所の敷地または事業所周辺のみどりを保全、創

出、維持管理する担い手となる 

●大学・研究機関 

の役割 

 
⚫ 市内のみどりに関する研究を行い、みどりが有するさ

まざまな効果やその価値について情報発信を行う 

⚫ 市民がみどりについて学ぶことができる場づくりを行

う 

⚫ 蓄積しているみどりに関する知識や技術を活用する 

●行政の役割 

 
⚫ 公共施設のみどりの保全、創出、整備、維持管理を行

う 

⚫ 民有地のみどりの保全、創出、整備、維持管理のため

の支援を行う 

⚫ みどりに関する情報の積極的な発信や啓発を行う 

⚫ 主体間の連携を調整する 

⚫ 事業者や市民、地域団体等の取組の支援を行う 

●市民の役割 

 
⚫ 市内のみどりに親しみ、触れ合うとともにその価値や

役割について理解する 

⚫ 自宅の庭や近所の公園等、身近にあるみどりを大切に

する 

⚫ みどりの魅力を活かしたイベントへの参加や運営を行

う 

⚫ みどりの保全・創出・維持管理のサポートをする 
 

各主体の役割の例 
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◇  計画の進捗の評価体制の構築 
  

みどりの基本計画の進行管理は、各施策の担当部署により指標や施策の実施状況を

定期的に把握し、施策の継続性、財源の確保、効率的な事業スケジュールの設定など

について検討を行います。毎年の施策評価報告において、個々の事業進捗をそれぞれ

の担当課により確認します。計画の実現性を高めるため、みどりの現況や施策の進捗

状況などを評価し、緑化審議会に意見を聴取した上で、目標年度の中間年となる計画

策定５年後（令和 10(2028)年度末）を目途に、計画の見直しを行います。 

 

 

◇  必要に応じた計画の見直し、再検討 
  

本計画の取組を効果的に進めるためには、施策・事業の実施状況や社会経済情勢、

市民ニーズの変化などに応じて、適正な見直しを図ることが必要となります。 

したがって、目標年度（令和 15(2033)年度）の中間年となる計画策定５年後（令和

10(2028)年度末）を目途として、施策・事業の実施状況を評価し必要に応じて本計画

の見直しを行うものとします。 

 

 

 

 

  

本計画の見直し・再検討のイメージ（PDCAサイクル） 

みどりの基本計画の策定、施策の設定 Plan 

Do 関係者との協働による施策の実施 

Check 
基本方針及び施策の達成状況や 

目標指標の達成状況の把握・評価 

改善すべき事項の抽出 

Action 
施策の改善・見直し 

改善策の作成 

概ね５年程度を目途に 

計画全体を見直し 

庁内関係各課での検討 
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第６章 全体計画 

６－１ 施策体系 

基本方針に基づき、みどりのまちづくりにおける施策を展開していきます。施策の展開にあた

っては、施策を「まもる」「整える」「つくる」「活かす」「伝える」の５つの柱で整理しながら、

体系立てます。基本方針と施策が紐づいていることで、事業の達成状況の評価は、基本方針の達

成状況の評価にも繋がります。 

 

 

 

 

  

        
屋敷林や雑木林、農地など武蔵野の原風景を支える貴重な

みどりを後世へ継承していくために保全を図ります。みどり

と人の関わりの視点からは、協働による保全活動や管理など

が重要となります。 

施策の柱 Ⅰ みどりをまもる 

        
公園や緑地、街路樹などこれまでにつくられてきたみどり

について、必要に応じて整えます。みどりと人の関わりの視

点からは、再整備などにおけるワーキングへの参画などが重

要となります。 

施策の柱 Ⅱ みどりを整える 

        
みどりが不足している地域、防災面や環境面でさらに充

実させることが求められる場所などにおいてみどりをつく

っていきます。みどりと人の関わりの視点からは、活用法

や機能、自然環境を理解した上での緑化の実践やみどりの

整備などが重要となります。 

 

施策の柱 Ⅲ みどりをつくる 

        
継承されてきたみどりや新しく創出されたみどりについ

て、まちの魅力向上につながるように活かしていきます。み

どりと人の関わりの視点からは、みどりの活用の取組への参

画などが重要となります。 

施策の柱 Ⅳ みどりを活かす 

 

 

みどりの機能や価値について啓発し、みどりを支える人の

輪の拡大を図ります。みどりと人の関わりの視点からは、み

どりの価値やまちづくりの理念の世代間継承、無関心層への

啓発などが重要となります。 

施策の柱 Ⅴ みどりを伝える 

整える 

伝える 

まもる 
 

活かす 

つくる 

基本方針１ 

西東京市の
特徴あるみ
どりを育む 

基本方針２ 

みどりを支
えたいと想
う人を増や
し、人の輪
を拡げる 

基本方針３ 

市民とみど
り を つ な
げ、人々の
心身を豊か
にする 

基本方針４ 

まちづくり
の多様な分
野でみどり
を活かし、
健康なまち
にする 

基本方針と施策の柱の対応関係 
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施策体系図 
 

Ⅰ 

みどりを 

まもる 

(1) 屋敷林・雑木林・文化財 
等、市の特徴あるみどり 
の保全 

①  
特別緑地保全地区・緑地保全地域の保全
と活用・指定 

 

②  文化財の指定や登録  
③  保存樹木・保存樹林・保存生垣の指定  

(2) 都市農地の保全 
①  生産緑地・特定生産緑地制度の活用  
②  援農ボランティアとの連携  
③  農地貸借の促進  

(3) 生物多様性の向上に資する 
生態系の保全・再生 

①  市民協働での生態系の調査・観測  

②  
武蔵野の自然をそのままの形で残す公園
の維持管理 

 

③  学校ビオトープの維持管理  
④  生態系の拠点となる民有地の保全  

(4) 協働による公園・緑地の
維持管理 

①  指定管理者制度の活用・拡充  

②  ボランティア等との連携による体制の構築  

Ⅱ 

みどりを 

整える 

(1) 老朽化した公園・緑地の 
再整備 

①  老朽化した公園の再整備  
②  公園機能の再編  

(2) 街路樹・植栽の再生 ①  街路樹・植栽の適切な維持管理  

Ⅲ 

みどりを 

つくる 

(1) みどりのネットワークの 
形成 

①  街路樹ネットワークの形成  
②  民有地のみどりのネットワーク形成支援  

(2) 公共施設における 
みどりの創出 

①  新たな公園・緑地の整備  
②  学校の芝生の維持管理  

③  
公共施設における壁面緑化・屋上緑化の
推進 

 

(3) 民有地における 
みどりの創出 

①  開発指導における緑化推進  
②  都市計画による良好なみどりの景観創出  
③  緑と花の沿道の創出  

(4) 防災力を高めるための 
みどりの創出 

①  グリーンインフラの整備促進  

②  公園の防災拠点としての機能強化  

(5) 環境や生態系等に配慮した 
みどりの創出 

①  
武蔵野の自然をそのままの形で残す公園
の再生 

 

②  地域特性に応じた樹種選定  

Ⅳ 

みどりを 

活かす 

(1) 公有地のみどりの多面的 
機能の活用推進 

①  公園の多面的機能の活用  
②  河川空間の活用  
③  公園の利活用活性化のための活動の促進  

(2) 民有地のみどりの活用促進 
①  樹林地の活用  
②  西東京市山林保全協定の継続  

(3) 健康づくり・レクリエー 
ションとしてのみどりの 
活用 

①  
レクリエーションとしてのネットワーク
の活用 

 

②  都市農地の活用  

③  
拠点施設周辺におけるみどりを活かした
景観形成 

 

(4) みどりを活かした循環型 
社会の構築 

①  せん定枝・草・落ち葉の堆肥化 
 

Ⅴ 

みどりを 

伝える 

(1) みどりのまちづくりの 
活動の啓発 

①  
ボランティア等みどりのまちづくりを支
える人材の育成 

 

②  学校教育等との連携による啓発  
③  研究機関との連携による啓発  

④  
みどりのまちづくりを啓発する企画・イ
ベントの実施 

 

(2) みどりのまちづくりを 
進める手法の周知 

①  市民が活用できる各種制度の発信 
 

  

重点 

重点 

重点 

重点 
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６－２ 施策 

 

Ⅰ みどりをまもる 

 

 

（１） 屋敷林・雑木林・文化財等、市の特徴あるみどりの保全 

 

 

① 特別緑地保全地区・緑地保全地域の保全と活用・指定  
 

都市緑地法に基づき、豊かなみどりを未来へ継承するために、都市において良好な自然

的環境を形成している緑地を指定する制度として特別緑地保全地区や緑地保全地域などが

あります。市内には２か所の特別緑地保全地区、２か所の緑地保全地域が指定されていま

す（令和５(2023)年現在）。これらの制度を引き続き活用し、既存指定箇所を保全しつつ、

活用に取り組み、新たな指定を行う際の効果検証を行います。また、屋敷林の保全や活用

を推進するため、具体的な植生・建物等の維持管理や活用等に関するガイドラインの作成

を進めます。 
 

… 担当課 みどり公園課 

 

  

下保谷四丁目特別緑地保全地区 保谷北町緑地保全地域 
 
 

② 文化財の指定や登録 
 

市内には貴重な文化財が残されており、国指定のものとして下野谷遺跡や玉川上水、小

金井(サクラ)などが、東京都指定のものとして田無神社本殿・拝殿などが、その他市指定

の文化財として寺社や樹木などがあります。また、国登録文化財の建物もあります。文化

財にはみどりと一体となったものが多く、歴史文化資源と調和したみどりの保全・継承の

ために、引き続き文化財指定制度等を活用します。 
 

… 担当課 社会教育課 
 
 

  

下野谷遺跡 田無神社 
  

重点施策 
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③ 保存樹木・保存樹林・保存生垣の指定 
 

大きく成長した樹木や、連続的に形成されたみどりは、地域にとって特徴的なみどりの

空間を形成します。こうした一定の高さや規模を満たした樹木・樹林・生垣については、

保存樹木・保存樹林・保存生垣として指定し、その維持管理に対する支援を継続します。

特に保存樹木・保存生垣については指定件数が減少する傾向にあるため、制度を周知する

ことにより、指定件数の水準の維持に努めます。 
 

… 担当課 みどり公園課 

 

 

 
 

 

（２） 都市農地の保全 

 

 

① 生産緑地・特定生産緑地制度の活用 
 

市内にある貴重な都市農地は、農作物を生産する場であるだけでなく、緑地として周辺の

気温を下げてヒートアイランド現象への対策に貢献したり、まちの景観資源として存在価値

を発揮します。また、防災機能としては災害時の一時避難場所としても機能するほか、台地

上では雨水涵養機能を、河川付近では遊水機能をもつなど多面的な機能を有しています。こ

のような都市農地を保全していくために、生産緑地制度・特定生産緑地制度を活用するとと

もに、農業者や市民団体、民間企業、大学など地域の多様な主体が参画する仕組みづくりを

推進し、都市農地が維持されるように支援します。また、都市計画マスタープランにおける

「農住環境共存ゾーン」の位置づけについても考慮して、施策に取り組みます。 
 

… 担当課 都市計画課 
 産業振興課 

 

 

生産緑地 
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② 援農ボランティアとの連携 
 

労働力の不足している農家の手伝いや、農業者と市民との交流、農業への理解を深めても

らうことを目的として、「公益財団法人 東京都農林水産振興財団」が実施する援農ボラン

ティア認定事業の活用を推進します。 
 

… 担当課 産業振興課 

 

 

援農ボランティア 
  
 

 

③ 農地貸借の促進 
 

高齢化等により所有者が営農することが困難になっても、農地として維持されるように都

市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく農地貸借を促進します。貸借人自らが営農する

だけでなく、市民農園のニーズも高いことから、所有者や貸借希望者の双方に情報提供を行

いながら、多様な農地の活用を促進します。 
 

… 担当課 産業振興課 

 

 

 

 

（３） 生物多様性の向上に資する生態系の保全・再生 

 

 

① 市民協働での生態系の調査・観測 
 

市内には野鳥が飛来するほか、石神井川には水中生物の生態系が形成されています。石神

井川は、湧水を集めて流れる川として、水質が改善され、魚や水草をはじめ、生態系が戻り

つつあります。こうしたみどり周辺の生き物の生息状況について、石神井川の水生生物調査

等を実施しながら観測を続けていきます。 
 

… 担当課 環境保全課 
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② 武蔵野の自然をそのままの形で残す公園の維持管理 
 

武蔵野の自然をそのままの形で残す公園の維持管理に努めます。特に西原自然公園では、

西原自然公園植生管理計画に基づき、市民協働で萌芽更新に取り組むなど、樹林の再生・維

持管理に努めています。このような周辺の公園とは異なる機能をもつ公園を、引き続き維持

管理します。 
 

… 担当課 みどり公園課 

 

 

西原自然公園における萌芽更新の取組 
  
 

 

 

③ 学校ビオトープの維持管理 
 

市内の学校には樹木などのみどりのほか、ビオトープとなる池があり、生態系の拠点の一つ

として保全と活用を図ります。けやき小学校では、民間企業や市民団体等と連携し、総合学習

の一環として、ひょうたん池のかいぼり作業を行いました。自然環境教育と連動させながら、

このような活動を継続します。 
 

… 担当課 教育指導課 

 

 

けやき小学校におけるかいぼり作業 
  

 

  

重点施策 
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④ 生態系の拠点となる民有地の保全 
 

屋敷林や雑木林などのまとまったみどりの空間は生き物にとって重要な棲みかとなります。

適切な手入れを行うことで、多様な環境が創出され、生物多様性を確保することができること

から、保存樹木・保存樹林などへの補助制度や西東京市山林保全協定などを活用しながら、こ

のような空間の維持管理に努めます。 
 

… 担当課 みどり公園課 

 

 

 

 

（４） 協働による公園・緑地の維持管理 

 

 

① 指定管理者制度の活用・拡充 
 

一部の公園・緑地の管理においては、指定管理者制度（民間事業者や団体等に公の施設を

管理させる制度）が活用されており、この制度を引き続き推進します。制度の利用において

は、単独の施設ではなく、複数の施設に対して包括的に制度を活用し、地域や事業者が連携

しやすいよう配慮をします。また、事業者・行政・地域が円滑なコミュニケーションが取れ

るよう体制を構築します。 
 

… 担当課 みどり公園課 

 

② ボランティア等との連携による体制の構築 
 

市内各地の公園でボランティアが活動しており、公園管理協力会員としての登録制度や髙

橋家屋敷林保存会、西原自然公園を育成する会、西東京自然を見つめる会などの団体がいる

ほか、市民協働で管理する花壇などがあります。これらの活動を引き続き支援するとともに、

ボランティア養成講座の充実など、団体やボランティアの育成に向けた取組を実施します。 
 

… 担当課 みどり公園課 

 

  

重点施策 



 

51 

 

Ⅱ みどりを整える 

 

 

（１） 老朽化した公園・緑地の再整備 

 

 

① 老朽化した公園の再整備 

 

市立公園の約４割は、30 年以上前に供用開始されたものであり、施設等の老朽化が進んで

います。こうした公園施設について西東京市公共施設等総合管理計画と連携しつつ、施設長

寿命化の考え方のもと予防保全型管理にも取り組みながら、老朽化した施設の更新を図りま

す。大きな公園の再整備にあたっては、市民ニーズを聴取する方法や機会を取り入れて進め

ます。 
 

… 担当課 みどり公園課 

 

 

② 公園機能の再編 

 

市立公園のなかには、周辺地域の人口構成の変化により、設置当時とは地域のニーズが変

化したものもあります。魅力的な公園を生み出していくためにも、故障や耐用年数の観点か

ら設備を撤去更新する際には、機能を再編する視点を取り入れて、利用者ニーズや、地域の

中の近隣の公園同士の機能分担を考えながら、必要な設備の設置を検討します。 
 

… 担当課 みどり公園課 

 

※西東京市公園配置計画（平成 30(2018)年策定）策定の際のワーキングや市民アンケート

等で提案された方向性 

○都市農業、食、健康、アート、歴史文化といった多くの市民が関心を持

てるような分野との連携を図りながら地域ごとに個性のある公園づくり 
 
○設備の配置ではなく、機能や使い方をベースに設計する公園づくり（植

物や動物と触れ合い、生物多様性を感じられる/市民活動や、民間企業の

事業フィールドとして活用しやすい/運動やスポーツ、散歩などレクリエ

ーションができるなど） 
 
○使いやすさや担い手の確保・育成、管理コストなど持続性を内包した公

園づくり 
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（２） 街路樹・植栽の再生 

 

 

① 街路樹・植栽の適切な維持管理 

 

道路等のインフラ施設及び公共施設における街路樹・植栽は、緑陰を作ってヒートアイラ

ンド現象への対策に貢献したり、連続的な景観を形成したり、騒音の障壁や大気汚染の抑制、

延焼遮断帯としての機能なども果たしている重要なみどりです。こうした街路樹・植栽につ

いて、日常的な交通の安全面に支障をきたさず、道路環境の充実を図れるよう適正な維持管

理を行います。 
 

… 担当課 道路課 

 

 

 

街路樹・植栽（東伏見駅前） 
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Ⅲ みどりをつくる 

 

 

（１） みどりのネットワークの形成 

 

 

① 街路樹ネットワークの形成 
 

道路等のインフラ施設及び公共施設における街路樹・植栽は、鳥や虫などの生き物にとっ

て移動経路となる重要な空間であるほか、連続的な空間として景観的な重要性も高く、さら

に延焼遮断帯としての機能を有しています。また、住宅都市である本市にとっては重要なみ

どりのネットワークとなっています。既存の街路樹網ネットワークを維持するとともに、都

市計画道路を中心に新たなネットワークの形成を進めていきます。 
 

… 担当課 都市計画課 
 道路課 

 

 

② 民有地のみどりのネットワーク形成支援 
 

みどりのネットワークとして、街路樹のほか、民有地の生垣なども連続性をもった重要な

ネットワークとなります。特に住宅街においては、個人宅の小さな樹木・植栽に関しても、

貴重な連続的なみどりとして景観や環境面での効果が高いと考えられ、生垣や花壇の造成、

フェンスの緑化等に対する支援を継続します。 
 

… 担当課 みどり公園課 

 

 

    

フェンスの緑化イメージ 
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（２） 公共施設におけるみどりの創出 

 

 

① 新たな公園・緑地の整備 
 

公園空白地区については、みどり基金等の活用を図りながら、公有地の拡大の推進に関す

る法律に基づく土地の先買いや生産緑地の買取りにあわせた用地取得等により、公園整備を

検討します。特に保育施設周辺における公園空白地区の解消につながる場合には、優先的に

公園の配置を検討します。また、駅拠点のまちづくりの検討にあたっては、新たなみどりの

創出を検討します。 
 

… 担当課 都市計画課 
 みどり公園課 
 道路課 

 

 

② 学校の芝生の維持管理 
 

本市では、一部の小学校において、校庭の全部または一部について芝生の整備が行われて

います。これらの芝生化された空間を維持します。 
 

… 担当課 教育企画課 

 

 

③ 公共施設における壁面緑化・屋上緑化の推進 
 

建築物の壁面緑化や屋上緑化は、ヒートアイランド現象への対策として夏季の建物の冷却

効果が期待され、冷房機器の省エネルギー化にもつながります。市では、エコプラザ西東京

で屋上緑化を実施しているほか、琉球あさがおなど緑のカーテンを毎年育成するなど、今後

もこうした公共施設における壁面緑化・屋上緑化の取組を推進します。 
 

… 担当課 関係各課 
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（３） 民有地におけるみどりの創出 

 

 

① 開発指導における緑化推進 
 

人にやさしいまちづくり条例に基づく、開発事業における公共施設等の整備基準により、

民間開発時における緑化やみどり基金への金銭納付を促進します。みどりの保護と育成に関

する条例により、一定の範囲で緑地の設置を努力義務として促進します。また、工場立地法

に基づき、必要な緑化を誘導します。 
 

… 担当課  みどり公園課 

 

 

② 都市計画による良好なみどりの景観創出 
 

良好な景観形成や緑地の保全・創出を図るために都市計画と連動します。都市計画マスタ

ープランの施策と連携するほか、地区計画の指定により、地域特性に応じたあり方を検討・

推進します。 

 

【本市の地区計画（令和５(2023)年時点）】 

⚫ 泉小学校跡地周辺地区地区計画 

⚫ 向台町三丁目・新町三丁目地区地区計画 

⚫ ひばりヶ丘駅南口地区地区計画 

⚫ ひばりが丘地区（ひばりが丘団地地区）地区計画 

⚫ ひばりヶ丘駅北口地区地区計画 

⚫ 調布保谷線富士町六丁目周辺地区地区計画 

⚫ 練馬東村山線中町・東町周辺地区地区計画 

⚫ 新東京所沢線北町五丁目周辺地区地区計画 

⚫ 東大生態調和農学機構周辺地区地区計画 
 

… 担当課 都市計画課 
 みどり公園課 

 

③ 緑と花の沿道の創出 
 

住宅街の宅地と道路との接道部の緑化を推進することは、景観を向上させるだけでなく、

ブロック塀等の倒壊による災害の発生を防止する効果もあります。既存のブロック塀、万年

塀等を撤去し、道路沿いに新たに生垣や花壇の造成、フェンスの緑化等を行う取組に対して

支援し、住宅街における目に見えるみどりの創出を誘導します。 
 

… 担当課 みどり公園課 
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（４） 防災力を高めるためのみどりの創出 

 

 

① グリーンインフラの整備促進 
 

市内には浸水予想区域に掛かる地域があり、こうした地域の被害抑制のため、自然の持つ

力を活かすグリーンインフラとして、地形的な要素を踏まえて、適切な場所で、適切な緑地

を保全・創出していく必要があります。 
 
 

具体的には、豪雨時に、浸水が想定される、石神井川や白子川（暗渠）、新川（暗渠）の

周辺において、保水機能がある農地を保全します。また、その外縁の台地上では、河川や下

水施設への雨水の急激な流入を緩和するため、雨水の土壌への浸透を助ける樹林地や農地を

保全します。また、人工地盤の多い、幹線道路沿いや新たな開発地においては、緑地の創出

だけではなく、雨水浸透施設の設置を合わせて促進することで、流入を最小限におさえます。 
 

… 担当課 産業振興課 
 都市計画課 
 下水道課 
 みどり公園課 

 

 

② 公園の防災拠点としての機能強化 
 

地域の防災設備の配置状況を踏まえながら、必要に応じて、防災設備を公園に設置します。

西東京いこいの森公園では、防災トイレや防災かまどベンチ等の防災施設があるほか、泉小

学校跡地につくられた泉小わくわく公園では、避難広場として、防災倉庫、災害用トイレ、

防災パーゴラ、震災用井戸などを設け、災害に備えています。このように公園における防災

機能の強化を展開します。 
 

… 担当課 危機管理課 
 みどり公園課 
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（５） 環境や生態系等に配慮したみどりの創出 

 

 

① 武蔵野の自然をそのままの形で残す公園の再生 
 

武蔵野の自然をそのままの形で残すための公園づくりを進めます。特に西原自然公園は西

原自然公園植生管理計画に基づき、武蔵野の自然の再生を図っている代表的な公園であり、

コナラやクヌギなどについて、萌芽更新が進められています。自然の起伏を活かした小道は

森林浴をすることができる貴重なレクリエーション空間（フィールドミュージアム）として

公園づくりを進めます。 
 

… 担当課 みどり公園課 

 

 

② 地域特性に応じた樹種選定 
 

生態系に配慮した緑化の推進のため、地域住民の声を聴きながら、その地域に合わせた種

のみどりを整備します。また、本市においては、ケヤキとハナミズキを市の木として指定し

ています。街路樹・植栽や公園内の樹木植栽等の整備においては、こうした樹種の活用に配

慮します。 
 

… 担当課 みどり公園課 
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Ⅳ みどりを活かす 

 

 

（１） 公有地のみどりの多面的機能の活用推進 

 

 

① 公園の多面的機能の活用 
 

公園はみどりとして存在しているだけでなく、地域での防災訓練などの防災・減災機能や、

お祭りや健康づくりの活動、レクリエーション活動といった生活面での機能を有しています。

こうした多面的な機能について活用を図ります。 

また、市立公園の約６割が 300 ㎡未満の小さな公園となっています。西東京市公園配置計

画（平成 30(2018)年策定）に基づき、地域に複数存在する小規模公園や緑地を面的に捉え、

相互の関連をつくりながら活用を図ります。市民がやってみたい企画（アイデア）を市民自

身が実現することを支援するため、市に企画書を提出できる制度を設けており、継続的に活

用促進を図ります。 
 

… 担当課 みどり公園課 

 

 

② 河川空間の活用 
 

良質な河川・水路の環境形成のための取組を河川管理者である東京都と連携して、進めま

す。市民や学校、地域と協働での環境教育活動や生き物観察などを行うほか、白子川などの

暗渠となっている河川については、健康まちづくりの取組の一環として散策路のネットワー

クとして魅力向上を図ります。 
 

… 担当課 みどり公園課 

 

 

③ 公園の利活用活性化のための活動の促進 
 

市民や地域主体によるパークマネジメントを推進します。本市においては先行事例として、

指定管理者と連携した泉小わくわく公園地域協議会が発足し、利用者である地域住民が公園

の利用ルールや今後の活用方法について検討しています。このような地域主体の公園の運用

のあり方を拡げます。 
 

… 担当課 みどり公園課 
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（２） 民有地のみどりの活用促進 

 

 

① 樹林地の活用 
 

市内には屋敷林や雑木林が点在し、武蔵野の原風景を現代まで伝える貴重なみどりの資源

となっています。これらを保存・活用していくために、市は平成 24(2012)年に下保谷四丁目

特別緑地保全地区（旧髙橋家屋敷林）を都市計画決定し、令和４(2022)年には下保谷四丁目

特別緑地保全地区保全活用計画を策定し、保全と活用を図っています。また、屋敷林の保全

や活用を推進するため、具体的な植生・建物等の維持管理や活用等に関するガイドラインの

作成を進めます。すべての樹林地を市の所有地として保全と活用をしていくことは難しいた

め、民有地のままであっても地域と連携しながら保全と活用をしていく仕組みを検討します。 
 

… 担当課 みどり公園課 

 

 

② 西東京市山林保全協定の継続 
 

地域の中にある山林については所有者の合意のもと、西東京市山林保全協定を締結し、市

民に無償で開放していく制度を継続します。 
 

… 担当課 みどり公園課 

 

 

 

 

（３） 健康づくり・レクリエーションとしてのみどりの活用 

 

 

① レクリエーションとしてのネットワークの活用 
 

みどりの散策マップを公開し、レクリエーションとして楽しめるみどりの散策路づくりに

努めます。「樹林」「農」「歴史」「地形」「水」などテーマに応じた散策路を設定し、多様な

人々の関心を引寄せ、誘目性を高めます。散策路上にある都立公園や狭山・境緑道（多摩湖

自転車歩行者道）などは、みどりのレクリエーションのネットワークの一つとして、東京都

と連携して活用を図ります。 
 

… 担当課 みどり公園課 
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② 都市農地の活用 
 

都市農地の多面的機能の一つである、農業を通じた交流では、市民農園や農業体験農園な

ど、市民が自らの手で野菜を栽培することを通して、農に親しみ、都市の農地の価値につい

ての理解を深める機会となっています。都市農地の貸借の円滑化に関する法律等の活用によ

り、農業者が開設する市民農園・農業体験農園の支援を行うほか、情報発信をサポートし、

活用を促進します。景観としての都市農地に着目し、市の魅力発信ＰＲの素材として活用を

図ります。 
 

… 担当課 産業振興課 

 

 

③ 拠点施設周辺におけるみどりを活かした景観形成 
 

市役所庁舎など多くの人が集まる施設付近では、みどりを活かした景観形成を促進します。

公共施設においては各施設管理者において創意工夫し、歩道における花壇の設置や公共施設

における壁面緑化など、目に見えるみどりを、人のアクセスが多いスポットで増やすことで、

みどり豊かなまちの印象を高めます。 
 

… 担当課 関係各課 

 

 

 

（４） みどりを活かした循環型社会の構築 

 

 

① せん定枝・草・落ち葉の堆肥化 
 

本市では、平成 22(2010)年度より、家庭でせん定した枝や幹、落ち葉を収集し、資源化事

業を進めています。収集したせん定枝は、市外で破砕処理され、堆肥有機肥料や家畜の敷料、

公園地面の被覆資材（マルチング）などで再利用されます。ごみを減らすだけでなく、資源

として循環させる取組を継続します。 
 

… 担当課 ごみ減量推進課 
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Ⅴ みどりを伝える 

 

 

（１） みどりのまちづくりの活動の啓発 

 

 

① ボランティア等みどりのまちづくりを支える人材の育成 
 

市内各地の公園・緑地でボランティアが活動していますが、年々高齢化しています。行政

手続の負担の軽減に努め、既存の団体の維持存続を支えつつ、新たな担い手の発掘・育成に

向けて、ボランティア養成講座の機会などを活用し、みどりに関する勉強会など、人材育成

を図ります。 
 

… 担当課 みどり公園課 

 

 

② 学校教育等との連携による啓発 
 

みどりに親しみ、みどりのことを考えるきっかけをつくる教育を学校のプログラムの中で

展開します。例えば、年間指導計画に位置づけて、農業体験活動を実施したり、市内農産物

の学校給食での活用を図ります。また、学校施設における緑のカーテンプロジェクトの実施、

石神井川付近の学校では水質や生き物調査などを行ったり、農地が近い学校では農作業体験

を行ったりするなどの取組を検討・実施します。 
 

… 担当課 学務課 
 教育指導課 

 

  

重点施策 
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③ 研究機関との連携による啓発 
 

市内には東大農場や武蔵野大学があり、市内のみどりは研究者や学生の調査フィールドと

なっています。これらの研究成果を活かす機会をつくり、市民に共有・還元していく仕組み

をつくることで、市民のみどりのまちづくりに対する理解醸成を図ります。 
 

… 担当課 みどり公園課 

 

 

 

④ みどりのまちづくりを啓発する企画・イベントの実施 
 

みどりのまちづくりを啓発するため各種企画やイベントを実施します。にしとうきょう環

境アワードでの取組の顕彰や、農産物等販売会（マルシェ）などで都市農産物の PR などに

取り組みます。 

また、親子参加型のイベントを実施し、中長期を見据えて若い関心層の育成を図ります。 
 

… 担当課 環境保全課 
 産業振興課 

 

 

 

 

（２） みどりのまちづくりを進める手法の周知 

 

 

① 市民が活用できる各種制度の発信 
 

市民が緑化活動に参加する際に活用できる制度があります。保存樹木・保存樹林・保存生

垣への申請や、生垣や花壇の造成・フェンスの緑化等の際に利用できる補助制度の普及啓発

に努め、民有地の緑化に対する取組を、市全域でさらに推進します。 
 

… 担当課 みどり公園課 
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第７章 地域別方針 

７－１ 緑化重点地区 

西東京市では、市内全域を緑化重点地区として、緑地保全と緑化を積極的に進めます。緑化

重点地区は、都市緑地法に基づき定められれる「重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区」

です。国の交付金・補助事業等でも緑化重点地区の指定区域であることが要件になることがあ

ります。 

 

７－２ 地域区分の考え方 

より地域に応じたみどりのまちづくり方針を示すため、市内を複数の地域に区分し、地域ご

との方針を示します。市民や行政にとっての使いやすさを鑑み、各中学校を核とした地域づく

りの考え方を取り入れて、９地区に分けました。 

 

 

  
青嵐中学校地域 

ひばりが丘中学校地域 

田無第三中学校地域 

田無第一中学校地域 

田無第四中学校地域 

田無第二中学校地域 

明保中学校地域 

保谷中学校地域 

柳沢中学校地域 

地域区分 
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７－３ 地域別方針 

（１）青嵐中学校地域 

■青嵐中学校地域の特徴 

本市の最北端に位置し、かつて市内より湧き出す水

源より流れていた白子川流域の上流にあり、練馬区と

隣接しています。地域内には、生産緑地とともに屋敷

林が残っており、特に、保谷北町緑地保全地域周辺の

畑、あぜ道や雑木林、下保谷四丁目特別緑地保全地区

周辺の景観は、かつての武蔵野の原風景を感じさせま

す。 

地域を代表するみどりとして、下保谷四丁目特別緑

地保全地区があります。市では、平成 24(2012)年にこ

の場所を特別緑地保全地区として指定し、令和４

(2022)年に策定した下保谷四丁目特別緑地保全地区保

全活用計画を基に、地域のボランティア団体と協働し、保全と活用の取組を進めています。ま

た、アオバズク・カブトムシ・ニホンヤモリ・ホンドタヌキなどが生息することが確認されて

おり、生態系にとっての貴重なみどりでもあります。 
 

■青嵐中学校地域のみどりの量 

緑被率 26.5% 内訳： 樹木・樹林 11.6％ ／ 草地 3.3％ ／ 農地 11.6％ 

みどり率 27.3% 内訳： 
緑被率対象地 26.5％ ／ 公園区域内の裸地・人工被覆面

等 0.8％ ／ 水面 0.0％ 

 
※各項目について四捨五入しているため合計値は必ずしも一致しない 

令和４(2022)年度緑被判読調査 
  

■青嵐中学校地域内の特徴的なみどり・歴史的資源 

［みどり］  ［歴史的資源］ 

・下保谷四丁目特別緑地保全地区 

・保谷北町緑地保全地域 

・下保谷森林公園 

・あらやしき公園 

・ひばりが丘北わんぱく公園 

・栄町二丁目樹林地 

・天神社 

・福泉寺 

 
   

   

保谷北町緑地保全地域 あらやしき公園 下保谷四丁目特別緑地保全地区 
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■青嵐中学校地域の方向性 

地域の特性を踏まえ、以下の取組を推進します。 

 

○屋敷林・雑木林の保全と活用 

地域内には、下保谷四丁目特別緑地保全地区や保谷北町緑地保全地域、下保谷森林公園など

豊かな屋敷林・雑木林のみどりがあります。特に、下保谷四丁目特別緑地保全地区では、武蔵

野の原風景を市民と市が協力しながら、先進的な保全と活用の取組を進めています。市内の各

所に残る西東京市の特徴あるみどりを保全し受け継いでいくため、引き続きこうした屋敷林・

雑木林の保全や活用の取組を進めます。 
 

関連する全体計画の施策：Ⅰ(１)①③、Ⅳ(２)① 

 

○ 白子川（暗渠）を軸としたみどりのネットワークの形成 

暗渠となっている白子川沿いについて、レクリエーションとして楽しめるみどりの散策路

として魅力向上を図ります。周辺には、天神社や福泉寺など豊かな社寺林と一体となる歴史

的資源が多くあることから、文化財指定制度等を活用しながら、こうした地域の資源をつな

ぐネットワークの形成を図ります。 
 

関連する全体計画の施策：Ⅳ(１)②、Ⅳ(３)① 

 

○ 新規公園の整備 

ひばりが丘北四丁目地内の生産緑地等について、地区内のオープンスペースとしての機能を

維持する観点から買取りを行い、防災機能などを兼ね備えた空間として公園の整備を行います。

また、同地における公園開設は公園空白地区の一部についても解消します。 
 

関連する全体計画の施策：Ⅲ(２)① 

 

○ 農地の保全 

本地域では緑被に対する農地の構成比が 43.7％と全地域で最も高く、農地の消失は、地域

全体のみどりに対する影響が大きいと考えられます。防災や環境面などへの影響を考慮しな

がら、生産緑地制度や農地貸借、援農ボランティア等の活用促進により、農地の保全に努め

ます。 
 

関連する全体計画の施策：Ⅰ(２)①②③ 
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■青嵐中学校地域の方針図 

 

 

 

  

屋敷林・雑木林の保全と活用 

白子川（暗渠）を軸としたみどりのネットワークの形成 

新規公園の整備 

農地の保全 

樹木・樹林 

草地 
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（２）明保中学校地域 

■明保中学校地域の特徴 

本地域は、西武池袋線の南側に位置し、練馬区内で

白子川と合流する新川が流れている地域です。地域の

中心部には西東京市役所保谷庁舎があり、庁舎の周辺

に保谷こもれびホールやエコプラザ西東京など、市の

施設が集中して立地しています。 

地域を代表するみどりとして、文理台公園や碧山森

緑地保全地域があります。文理台公園は観賞用のあや

め池・滝及び浅池のほか、梅や桜などの樹木が茂り、

外周の散策路を歩くと、四季を通して楽しめる公園で

す。また、市道に面した平坦な雑木林とこれに隣接す

る農地の区域からなる碧山森緑地保全地域は平成５

(1993)年に東京都の緑地保全地域に指定され、武蔵野の景観の保全がなされています。主要な

樹林はコナラ、クヌギの雑木林で、その落ち葉等は農地の肥料として利用されています。 

 

■明保中学校地域のみどりの量 

緑被率 24.1% 内訳： 樹木・樹林 12.8％ ／ 草地 1.8％ ／ 農地 9.4％ 

みどり率 24.4% 内訳： 
緑被率対象地 24.1％ ／ 公園区域内の裸地・人工被

覆面等 0.3％ ／ 水面 0.0％ 

 
※各項目について四捨五入しているため合計値は必ずしも一致しない 

令和４(2022)年度緑被判読調査 

 

■明保学校地域内の特徴的なみどり・歴史的資源 

［みどり］  ［歴史的資源］ 

・碧山森緑地保全地域 

・文理台公園 

・泉町きつつき公園 ・横山道 

 

  

碧山森緑地保全地域 文理台公園 
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■明保中学校地域の方向性 

地域の特性を踏まえ、以下の取組を推進します。 

 

○ 碧山森緑地保全地域の保全 

地域内には、碧山森緑地保全地域が中心部に位置し、雑木林と農地が一体となって緑地保全

地域として指定されています。農地と屋敷林が織りなす武蔵野の特徴ある景観を今後も継承し

ていくため、農地や屋敷林の保全のための取組を推進します。 
 

関連する全体計画の施策：Ⅰ(１)① 

 

○ 公園空白地区の解消 

本地域には公園空白地区が多く、東町、中町、住吉町、泉町の一部が該当します。公有地の

拡大の推進に関する法律に基づく土地の先買いや生産緑地の買取等により、公園整備を検討し

ます。 
 

関連する全体計画の施策：Ⅲ(２)① 

 

○ 農地の保全 

本地域では緑被に対する農地の構成比が 39.2％と全地域で４番目に高く、農地の消失は、

地域全体のみどりに対する影響が大きいと考えられます。防災や環境面などへの影響を考慮

しながら、生産緑地制度や農地貸借、援農ボランティア等の活用促進により、農地の保全に

努めます。 
 

関連する全体計画の施策：Ⅰ(２)①②③ 

 

○ 浸水想定の大きい地域でのグリーンインフラの整備の促進 

本地域内では、降雨時に泉町や新川（暗渠）の周辺を中心に 0.5～3.0mの浸水が想定されて

います。本地域内の水害対策、また、下流部の地域での浸水を最小限に抑えるためにも、こ

うした流域において、雨水を貯留またはゆっくりと浸透させるための緑地の保全と創出を促

進します。 
 

関連する全体計画の施策：Ⅲ(４)① 
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■明保中学校地域の方針図 

 

 
 

  

碧山森緑地保全地域の保全 

公園空白地区の解消 

農地の保全 

浸水想定の大きい地域でのグリーンインフラの整備の促進 

樹木・樹林 

草地 

街道 
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（３）田無第二中学校地域 

■田無第二中学校地域の特徴 

本市の中央部に位置し、地域の中央部には新川の暗

渠、南部には田柄川の暗渠があります。 

地域の南部には東京都指定文化財の本殿・拝殿を有

する田無神社や總持寺など田無地域の歴史や文化を象

徴する資源が残されています。住吉町周辺には如意輪

寺や東禅寺など多くの寺社が集中して所在しており、

社寺境内地のみどりが特徴的な地域です。 

その他の地域内の代表的なみどりとしては、泉小学

校跡地を活用し、住民の声をもとに整備された泉小わ

くわく公園、市民の有志により民有地が開放されてい

る住吉森林公園、春から秋にかけて約 150種のバラが楽

しめる保谷町ローズガーデンが挙げられます。本地域は住宅が密集していますが、住宅地の庭

や軒先のみどりが豊かに連続しており、良好な住環境景観が見られます。 

  

■田無第二中学校地域のみどりの量 

緑被率 19.2% 内訳： 樹木・樹林 12.0％ ／ 草地 1.9％ ／ 農地 5.3％ 

みどり率 19.8% 内訳： 
緑被率対象地 19.2％ ／ 公園区域内の裸地・人工被

覆面等 0.5％ ／ 水面 0.0％ 

 
※各項目について四捨五入しているため合計値は必ずしも一致しない 

令和４(2022)年度緑被判読調査 

 

■田無第二中学校地域内の特徴的なみどり・歴史的資源 

［みどり］ ［歴史的資源］  

・泉小わくわく公園 

・住吉森林公園 

・保谷町ローズガーデン  

・田無神社 

・總持寺 

・又六地蔵 

・如意輪寺 

・東禅寺 

・所沢街道 

・横山道 

   

   

泉小わくわく公園 田無神社 保谷町ローズガーデン 
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■田無第二中学校地域の方向性 

地域の特性を踏まえ、以下の取組を推進します。 

 

○ 本地域北部に集中する公園空白地区の解消 

住吉町二・三・四・六丁目には公園空白地区が多くなっています。公有地の拡大の推進に関

する法律に基づく土地の先買いや生産緑地の買取等により、公園整備を検討します。 
 

関連する全体計画の施策：Ⅲ(２)① 

 

○ 田無神社等の資源と一体となった歴史あるみどりの保全 

地域内には、田無神社、總持寺などみどり豊かな社寺林と一体となる歴史文化的な資源が多

くあります。こうした資源と調和したみどりの保全・継承のために、引き続き文化財指定制度

等を活用します。 
 

関連する全体計画の施策：Ⅰ(１)② 

 

○ 防災機能を有する泉小わくわく公園の維持・管理 

泉小わくわく公園では、避難広場として、防災倉庫、災害用トイレ、防災パーゴラ、震災用

井戸などさまざまな防災機能を設けて災害に備えています。泉小わくわく公園の機能を維持し

ながら、活用を図ります。 
 

関連する全体計画の施策：Ⅲ(４)② 

 

○ 浸水想定の大きい地域でのグリーンインフラの整備の促進 

本地域内では、降雨時に住吉町や新川（暗渠）の周辺を中心に 0.5～3.0mの浸水が想定され

ています。本地域内の水害対策、また、下流部の地域での浸水を最小限に抑えるためにも、

雨水を貯留またはゆっくりと浸透させるための緑地の保全と創出を促進します。 
 

関連する全体計画の施策：Ⅲ(４)① 
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■田無第二中学校地域の方針図 

 

   
   

本地域北部に集中する 

公園空白地区の解消 
   
田無神社等の資源と 

一体となった歴史ある 

みどりの保全 
  
防災機能を有する 

泉小わくわく公園の維持・管理 
   
浸水想定の大きい地域での 

グリーンインフラの整備の促進 

樹木・樹林 

草地 

農地 

街道 
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（４）ひばりが丘中学校地域 

■ひばりが丘中学校地域の特徴 

本市の北西部に位置し、地域の西側には、特徴ある

ケヤキ並木の景観を有する「ひばりが丘団地」があ

り、ひばりヶ丘駅周辺から隣接市にある自由学園周辺

に至るエリアはゆったりとしてみどりのあふれる街並

みが特徴的です。 

地域内の代表的なみどりとしては、地域の大部分を

占める広大な緑地を持つ東大農場が位置し、教育・研

究の場であるもののその一部が見学でき、広々とした

田畑や珍しい樹木が見られる貴重な場です。また、市

内最大の市立公園である西東京いこいの森公園があ

り、園内のビオトープでは、ベニシジミ・ショウジョ

ウトンボ・トウキョウダルマガエル・シオカラトンボ等が生息し、豊かな生態系が維持されて

います。その他、谷戸せせらぎ公園では、せせらぎ沿いに明治薬科大学時代からの木々が見ら

れ、その周辺の民間企業の敷地や周辺の集合住宅の豊かなみどりが面的にまとまっています。 

 

■ひばりが丘中学校地域のみどりの量 

緑被率 36.1% 内訳： 樹木・樹林 18.8％ ／ 草地 4.3％ ／ 農地 13.0％ 

みどり率 37.7% 内訳： 
緑被率対象地 36.1％ ／ 公園区域内の裸地・人工被覆面

等 1.6％ ／ 水面 0.0％ 

 
※各項目について四捨五入しているため合計値は必ずしも一致しない 

令和４(2022)年度緑被判読調査 

 

■ひばりが丘中学校地域内の特徴的なみどり・歴史的資源 

［みどり］   ［歴史的資源］ 

・西東京いこいの森公園 

・ひばりが丘公園 

・谷戸イチョウ公園 

・谷戸せせらぎ公園 

・はなみずき公園 

・東大農場 

・ひばりが丘総合運動場 ・東本願寺 

 

  

  

西東京いこいの森公園 東大農場 
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■ひばりが丘中学校地域の方向性 

地域の特性を踏まえ、以下の取組を推進します。 

 

○ 民間事業者と連携した魅力的な公園づくり 

本市の先進的な取組として、西東京いこいの森公園を拠点とし、緑町・谷戸町・ひばりが

丘・住吉町・泉町・東町などにおける公園の一部について、複数公園を対象に包括的に指定管

理者制度を導入しています。民間事業者と連携しながら、地域の公園を一体的に管理・活用し、

より魅力的な公園の環境を整えます。 
 

関連する全体計画の施策：Ⅰ(４)① 

 

○ 東大農場との連携 

東大農場については、地区計画（東大生態調和農学機構周辺地区地区計画）が策定されてお

り、引き続き良好なみどりの景観を保全します。また、東大生態調和農学機構社会連携協議会

と連携し、教育・研究の発展と社会貢献を図り、市民・行政との協働事業の推進を図ります。 
 

関連する全体計画の施策：Ⅲ(３)②、Ⅴ(１)③ 
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■ひばりが丘中学校地域の方針図 

 

 

 

  

民間事業者と連携した魅力的な公園づくり 
      
東大農場との連携 
     

樹木・樹林 

草地 

農地 
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（５）田無第三中学校地域 

■田無第三中学校地域の特徴 

本市の西部に位置し、東久留米市や小平市と隣接し

ています。地域内のところどころに浅い窪地状の地形

がみられます。 

地域内には、西東京市郷土資料室や多摩六都科学館

が所在しており、西東京市郷土資料室では地域の歴史

や文化に加えて、自然環境に関する資料収集・保存・

展示等が行われており、異なる角度から西東京市の自

然に触れることができます。 

地域内の代表的なみどりとして、西原自然公園があ

り、里山の風景を残すために、市民ボランティアが積

極的に活動をしています。本地域では、この公園に隣

接するようにして、集合住宅のみどり、周辺の畑のみどりのまとまりが、東側のひばりが丘中

学校地域の東大農場のみどりと連続して、面的に広がるみどりを形成しています。 
   

■田無第三中学校地域のみどりの量 

緑被率 26.1% 内訳： 樹木・樹林 13.5％ ／ 草地 2.3％ ／ 農地 10.3％ 

みどり率 26.8% 内訳： 
緑被率対象地 26.1％ ／ 公園区域内の裸地・人工被覆面

等 0.7％ ／ 水面 0.0％ 

 
※各項目について四捨五入しているため合計値は必ずしも一致しない 

令和４(2022)年度緑被判読調査 
   

■田無第三中学校地域内の特徴的なみどり・歴史的資源 

［みどり］ ［歴史的資源］ 

・西原自然公園 

・芝久保第一公園 

・六角地蔵尊 

・所沢街道 
   

  

西原自然公園 
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■田無第三中学校地域の方向性 

地域の特性を踏まえ、以下の取組を推進します。 

 

○ フィールドミュージアムとしての西原自然公園の保全と活用 

西原自然公園では、個別の管理計画（西原自然公園植生管理計画）が策定され、地域の

人々の手によって、武蔵野の原風景が再生され、地域での歴史的な雑木林の利用や植生の変

遷を観察できるフィールドミュージアムとして貴重な空間となっています。本市の特徴的な

みどりを有する空間を保全していくために、市民と協働しながら西原自然公園の維持管理を

継続します。 
 

関連する全体計画の施策：Ⅰ(３)②、Ⅲ(５)① 

 

○ 農地の保全 

本地域では緑被に対する農地の構成比が 39.4％と全地域で３番目に高く、農地の消失は、

地域全体のみどりに対する影響が大きいと考えられます。防災や環境面などへの影響を考慮

しながら、生産緑地制度や農地貸借、援農ボランティア等の活用促進により、農地の保全に

努めます。 
 

関連する全体計画の施策：Ⅰ(２)①②③ 

 

○ 浸水想定の大きい地域でのグリーンインフラの整備の促進 

本地域内では、降雨時に芝久保町四・五丁目を中心に 0.5～3.0m の浸水が想定されていま

す。本地域内の水害対策、また、下流部の地域での浸水を最小限に抑えるためにも、こうし

た流域において、雨水を貯留またはゆっくりと浸透させるための緑地の保全と創出を促進し

ます。 
 

関連する全体計画の施策：Ⅲ(４)① 
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■田無第三中学校地域の方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

フィールドミュージアムとしての西原自然公園の保全と活用 
     
農地の保全 
     
浸水想定の大きい地域でのグリーンインフラの整備の促進 

樹木・樹林 

草地 

街道 
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（６）田無第一中学校地域 

■田無第一中学校地域の特徴 

本市の南西部に位置し、南部は玉川上水と隣接し、

付近に都立小金井公園があります。石神井川の水源に

程近い場所に位置しており、石神井川の形成した谷に

向かって、なだらかに傾斜する地形を有しています。

石神井川では市民団体による清掃活動が行われていま

す。石神井川はアブラハヤ・ドジョウ・ミナミメダカ

などの生息が確認されており、生き物にとっての貴重

な水辺空間となっています。その他、玉川上水沿いの

美しいヤマザクラの並木は、小金井(サクラ)として、

国指定名勝に指定されています。 

地域内の代表的なみどりとしては、田無市民公園や

芝久保三丁目ふれあい公園などが挙げられるほか、地域の南端に都立小金井公園の区域を含ん

でいます。地域内は、広大な畑が広がっており、都営アパートをはじめ、敷地内に良好な緑地

を持つ住宅地が多くあります。また、地域内の芝久保小学校は校庭が芝生化されています。 
 
 

■田無第一中学校地域のみどりの量 

緑被率 23.8% 内訳： 樹木・樹林 12.1％ ／ 草地 4.1％ ／ 農地 7.5％ 

みどり率 24.8% 内訳： 
緑被率対象地 23.8％ ／ 公園区域内の裸地・人工被覆面

等 1.0％ ／ 水面 0.1％ 

 
※各項目について四捨五入しているため合計値は必ずしも一致しない 

令和４(2022)年度緑被判読調査 

 

■田無第一中学校地域内の特徴的なみどり・歴史的資源 

［みどり］  ［歴史的資源］ 

・都立小金井公園（一部） 

・田無市民公園 

・けやき台公園 

 

・芝久保三丁目ふれあい公園 

・芝久保一丁目さくらの丘公園 

・向台運動場 

・小金井(サクラ) 

・玉川上水 

・田無用水 

・鈴木街道 

   

   

都立小金井公園 田無市民公園 玉川上水 
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■田無第一中学校地域の方向性 

地域の特性を踏まえ、以下の取組を推進します。 

 

○ 小金井(サクラ)や玉川上水等の歴史文化的な資源を活用したみどりのネットワーク形成 

本地域には、歴史文化的な資源として玉川上水や国指定名勝の小金井(サクラ)があり、地域

で親しまれています。一帯は連続的なみどりのネットワーク形成が成されているため、これら

の資源について、レクリエーションとして楽しめるみどりの散策路としての活用を図ります。 
 

関連する全体計画の施策：Ⅰ(１)②、Ⅳ(３)① 

 

○ 公園空白地区の解消 

本地域の公園空白地区は芝久保町、田無町、南町、向台町の一部にありますが、これらの公

園空白地区では、農地の分布も少ないことから、人々が気軽にみどりに触れることができる場

が不足しています。公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地の先買いや、周辺の生産緑

地の買取等により、公園整備を検討します。 
 

関連する全体計画の施策：Ⅲ(２)① 
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■田無第一中学校地域の方針図 

 

  

小金井（サクラ）や玉川上水等の歴史文化的な資源を活用した 

みどりのネットワーク形成 
    
公園空白地区の解消 

樹木・樹林 

草地 

農地 

用水路 

街道 
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（７）田無第四中学校地域 

■田無第四中学校地域の特徴 

本地域は田無駅の南側に位置し、西東京市役所田無

庁舎が所在するなど公共サービスの拠点にもなってい

ます。前述の田無第一中学校と同様に、地域内を石神

井川が流れており、川沿いにみどりが線状につながっ

ています。区域の南側には千川上水が流れています。 

本地域及び田無第一中学校地域を横断するように狭

山湖へ続く自転車・歩行者専用道である狭山・境緑道

（多摩湖自転車歩行者道）が通っており、沿道には畑

の風景が広がっています。 

地域内の代表的なみどりとしては向台公園がありま

す。その他、地域内の南部では植木畑が広がってお

り、住宅地の中に中低木がまとまっている景観が特徴的です。また、阿波洲神社の鎮守の森に

は大木も多く、静寂なたたずまいをしており、近隣の植木の畑とともに連続したみどりの空間

が形成されています。 

 

■田無第四中学校地域のみどりの量 

緑被率 23.7% 内訳： 樹木・樹林 11.0％ ／ 草地 2.4％ ／ 農地 10.3％ 

みどり率 24.9% 内訳： 
緑被率対象地 23.7％ ／ 公園区域内の裸地・人工被覆面

等 0.8％ ／ 水面 0.4％ 

 
※各項目について四捨五入しているため合計値は必ずしも一致しない 

令和４(2022)年度緑被判読調査 

 

■田無第四中学校地域内の特徴的なみどり・歴史的資源 

［みどり］ ［歴史的資源］  

・向台公園 ・阿波洲神社 

・鈴木街道 

・千川上水 

 

  

向台公園 千川上水 
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■田無第四中学校地域の方向性 

地域の特性を踏まえ、以下の取組を推進します。 

 

○ 農地の保全 

本地域では緑被に対する農地の構成比が 43.5％と全地域で２番目に高く、農地の消失は、

地域全体のみどりに対する影響が大きいと考えられます。防災や環境面などへの影響を考慮

しながら、生産緑地制度や農地貸借、援農ボランティア等の活用促進により、農地の保全に

努めます。 
 

関連する全体計画の施策：Ⅰ(２)①②③ 

 

○ 千川上水等の歴史文化的な資源を活用したみどりのネットワーク形成 

本地域には、歴史文化的な資源として玉川上水から分水された千川上水があり、地域で親し

まれています。一帯は連続的なみどりのネットワーク形成が成されているため、これらの資源

について、レクリエーションとして楽しめるみどりの散策路としての活用を図ります。 
 

関連する全体計画の施策：Ⅰ(１)②、Ⅳ(３)① 
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■田無第四中学校地域の方針図 

 

  

農地の保全 
     
千川上水等の歴史文化的な資源を活用したみどりのネットワーク形成 

樹木・樹林 

草地 

街道 
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（８）柳沢中学校地域 

■柳沢中学校地域の特徴 

本市の南東部に位置し、武蔵野市や練馬区と隣接し

ています。前述した田無第四中学校地域、田無第一中

学校地域と同様に、地域内を石神井川が流れており、

石神井川の谷により上り下りの変化がある地形です。

市境には武蔵野大学の武蔵野キャンパスがあり、キャ

ンパス内のゆとりあるみどりと連続して、ＭＵＦＧ Ｐ

ＡＲＫのみどりが面をなしています。 

地域内の代表的なみどりとしては、国史跡の遺跡に

気軽に触れることができる下野谷遺跡、石神井川と公

園を一体として整備がなされ、みどりのネットワーク

の重要な拠点である都立東伏見公園が挙げられます。

その他、民有地のみどりが開放されているＭＵＦＧ ＰＡＲＫは、大規模な緑地が分布する武蔵

野市の武蔵野中央公園と千川上水沿いの植生が豊かな緑道でつながっています。 

 

■柳沢中学校地域のみどりの量 

緑被率 27.1% 内訳： 樹木・樹林 15.8％ ／ 草地 7.5％ ／ 農地 3.8％ 

みどり率 30.3% 内訳： 
緑被率対象地 27.1％ ／ 公園区域内の裸地・人工被覆面

等 2.9％ ／ 水面 0.3％ 

 
※各項目について四捨五入しているため合計値は必ずしも一致しない 

令和４(2022)年度緑被判読調査 

 

■柳沢中学校地域内の特徴的なみどり・歴史的資源  

［みどり］  ［歴史的資源］ 

・都立東伏見公園 

・しじゅうから公園 

・柳沢せせらぎ公園 

・下野谷遺跡 

・東伏見稲荷特別緑地保全地区 

・武蔵野大学 武蔵野キャンパス 

・ＭＵＦＧ ＰＡＲＫ 

・下野谷遺跡 

・東伏見稲荷神社 

・千川上水 

・鈴木街道 

   

   

都立東伏見公園 下野谷遺跡 ＭＵＦＧ ＰＡＲＫ 
  

写真 

掲載予定 
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■柳沢中学校地域の方向性 

地域の特性を踏まえ、以下の取組を推進します。 

 

○ 都立東伏見公園の公園事業と石神井川の河川事業の促進 

東京都が進める公園事業（東伏見公園）、河川事業（石神井川）と連携して、伏見通り、東

伏見稲荷特別緑地保全地区に指定されている東伏見稲荷神社、下野谷遺跡の樹木等が一体とな

ったみどりと水に親しめる空間づくりを促進します。 
 

関連する全体計画の施策：Ⅲ(１)①、Ⅳ(１)② 

 

 

○ 下野谷遺跡の活用促進 

下野谷遺跡については、史跡下野谷遺跡保存活用計画（平成 30(2018)年）に基づいて、歴

史文化資源を活かしたみどりの空間として活用を図ります。下野谷遺跡の研究成果の発信など

を継続するとともに、縄文のムラや縄文の知恵を体感・体験できる史跡について、市民、地元

関係団体、他自治体等との連携の強化などにより、さらなる効果的な活用を図ります。 
 

関連する全体計画の施策：Ⅰ(１)②、Ⅳ(３)① 

 

 

○ 千川上水等の歴史文化的な資源を活用したみどりのネットワーク形成 

本地域には、歴史文化的な資源として玉川上水から分水された千川上水があり、地域で親し

まれています。一帯は連続的なみどりのネットワーク形成が成されているため、これらの資源

について、レクリエーションとして楽しめるみどりの散策路としての活用を図ります。 
 

関連する全体計画の施策：Ⅰ(１)②、Ⅳ(３)① 
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■柳沢中学校地域の方針図 

  

   都立東伏見公園の公園事業と石神井川の河川事業の促進 
     
下野谷遺跡の活用促進 
    
千川上水等の歴史文化的な資源を活用したみどりのネットワーク形成 

樹木・樹林 

草地 

農地 
     
街道 



 

88 

 

（９）保谷中学校地域 

■保谷中学校地域の特徴 

本市の東側に位置し、練馬区と隣接しています。地

域の西側には暗渠化された田柄川が、地域の南部（柳

沢中学校地域との境）には石神井川が、それぞれ流れ

ています。石神井川の治水安全度を向上させるための

富士見池調節池（練馬区）が程近い場所にあります。 

地域内には、まとまった緑地は少ないものの、屋敷

林や畑が点在しているほか、集合住宅地内には豊かな

緑地空間が形成されています。また、保谷小学校で

は、校庭の芝生化がされており、貴重なみどりの空間

となっています。 

地域を代表するみどりとして、さくら公園には小川

が流れ、桜並木が植えられています。また、石神井川沿いには早稲田大学の東伏見キャンパス

があり、グラウンドを取り囲むように植えられた高木と川沿いのみどりが連続し、柳沢中学校

地域内の下野谷遺跡や都立東伏見公園とつながっています。 
 

■保谷中学校地域のみどりの量 

緑被率 20.9% 内訳： 樹木・樹林 11.5％ ／ 草地 3.8％ ／ 農地 5.6％ 

みどり率 21.4% 内訳： 
緑被率対象地 20.9％ ／ 公園区域内の裸地・人工被覆面

等 0.4％ ／ 水面 0.1％ 

 
※各項目について四捨五入しているため合計値は必ずしも一致しない 

令和４(2022)年度緑被判読調査 

 

■保谷中学校地域内の特徴的なみどり・歴史的資源 

［みどり］  ［歴史的資源］  

・さくら公園 

・なえぎ山公園 

・保谷二丁目児童遊園 

・早稲田大学 東伏見キャンパス 

・関道 

・富士街道 

・氷川神社 

 

 

さくら公園 
  



 

89 

 

■保谷中学校地域の方向性 

地域の特性を踏まえ、以下の取組を推進します。 

 

○ 街路樹ネットワークの保全 

都市計画道路 西３・２・６号調布保谷線（伏見通り）は市域を縦断する街路樹ネットワー

クの軸となっています。南北のみどりのつながりを形成する貴重な軸となっているため、適

切に保全管理をします。 
 

関連する全体計画の施策：Ⅱ(２)①、Ⅲ(１)① 

 

○ 浸水想定の大きい地域でのグリーンインフラの整備の促進 

本地域内では、降雨時に石神井川沿いを中心に 0.5～3.0mの浸水が想定されています。本地

域内の水害対策、また、下流部の地域での浸水を最小限に抑えるためにも、こうした流域に

おいて、雨水を貯留またはゆっくりと浸透させるための緑地の保全と創出を促進します。 
 

関連する全体計画の施策：Ⅲ(４)① 
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■保谷中学校地域の方針図 

 

 

  

街路樹ネットワークの保全 
        
浸水想定の大きい地域でのグリーンインフラの整備の促進 

樹木・樹林 

草地 

農地 

街道 
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資料編 

緑被の比較 

周辺市と比較すると、本市には中位の緑被量があります。構成比としては農地が多いことが本

市の特徴です。 

 

※各項目について四捨五入しているため合計値は必ずしも一致しない。 

※自治体によって調査年次が異なるため、比較時点が異なる。  
周辺市との比較（緑被率） 

 

 
※各項目について四捨五入しているため合計値は必ずしも一致しない。 

※自治体によって調査年次が異なるため、比較時点が異なる。  
周辺市との比較（緑被の構成比）  

13.1%

16.0%

18.6%

18.3%

12.8%

12.3%

3.4%

2.4%

2.6%

5.8%

7.2%

5.2%

8.7%

4.2%

2.9%

6.0%

9.2%

11.8%

25.3%

22.6%

24.3%

30.2%

29.3%

29.2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

西東京市

令和4(2022)年

練馬区

令和3(2021)年

武蔵野市

平成28(2016)年

小金井市

平成31・令和元(2019)年

小平市

平成29(2017)年

東久留米

令和3(2021)年
樹木・樹林 草地 農地

52.0%

70.8%

77.2%

60.8%

43.8%

42.0%

13.6%

10.6%

10.8%

19.3%

24.7%

17.7%

34.4%

18.6%

12.0%

19.9%

31.5%

40.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

西東京市

令和4(2022)年

練馬区

令和3(2021)年

武蔵野市

平成28(2016)年

小金井市

平成31・令和元(2019)年

小平市

平成29(2017)年

東久留米

令和3(2021)年

樹木・樹林 草地 農地
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地域別で緑被率やみどり率をみると、ひばりが丘中学校地域や柳沢中学校地域で比較的に高く

なっています。一方で、田無第二中学校地域や保谷中学校地域では低くなっています。 

 

 

 

※各項目について四捨五入しているため合計値は必ずしも一致しない 
 

地域別の比較（緑被率） 

  

11.6%

12.8%

12.0%

18.8%

13.5%

12.1%

11.0%

15.8%

11.5%

3.3%

1.8%

1.9%

4.3%

2.3%

4.1%

2.4%

7.5%

3.8%

11.6%

9.4%

5.3%

13.0%

10.3%

7.5%

10.3%

3.8%

5.6%

26.5%

24.1%

19.2%

36.1%

26.1%

23.8%

23.7%

27.1%

20.9%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

青嵐中学校地域

明保中学校地域

田無第二中学校地域

ひばりが丘中学校地域

田無第三中学校地域

田無第一中学校地域

田無第四中学校地域

柳沢中学校地域

保谷中学校地域

樹木・樹林 草地 農地

全市緑被率

25.3％
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※各項目について四捨五入しているため合計値は必ずしも一致しない 
 

地域別の比較（みどり率） 

 

 

11.6%

12.8%

12.0%

18.8%

13.5%

12.1%

11.0%

15.8%

11.5%

3.3%

1.8%

1.9%

4.3%

2.3%

4.1%

2.4%

7.5%

3.8%

11.6%

9.4%

5.3%

13.0%

10.3%

7.5%

10.3%

3.8%

5.6%

0.8%

0.3%

0.5%

1.6%

0.7%

1.0%

0.8%

2.9%

0.4%

0.1%

0.4%

0.3%

0.1%

27.3%

24.4%

19.8%

37.7%

26.8%

24.8%

24.9%

30.3%

21.4%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

青嵐中学校地域

明保中学校地域

田無第二中学校地域

ひばりが丘中学校地域

田無第三中学校地域

田無第一中学校地域

田無第四中学校地域

柳沢中学校地域

保谷中学校地域

樹木・樹林 草地 農地 公園区域内の裸地・人工被覆面等 水面

全市みどり率

26.4％


